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平成23年12月７日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第５号 議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例

○議案第６号 宮崎県消費者行政活性化基金条

例の一部を改正する条例

○議案第７号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第16号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第17号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第32号 当せん金付証票の発売について

○議案第36号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第40号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○請願第７号 高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の大幅増額を求め

る請願

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（第１次・第２次一括法）の成立につい

て

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部改正について

・「平成24年経済センサス－活動調査」の実施に

ついて

・南宮崎駅バリアフリー化工事の変更について

・「オールみやざき営業チーム」による東アジア

地域へのアピール（台湾・交通チーム）につ

いて

・特定非営利活動促進法の改正について

・第２次みやざき男女共同参画プランの策定状

況について

・「防災拠点としての県庁舎のあり方」の検討結

果について

・平成24年度当初予算(一般会計)の要求状況に

ついて

・口蹄疫復興宝くじの収益金について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

県 民 政 策 部 次 長
緒 方 哲

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
城 野 豊 隆

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 茂 雄 二
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秘 書 広 報 課 長 甲 斐 正 文

統 計 調 査 課 長 大 野 保 郎

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 福 田 直

生活・協働・男女参画課長 大 脇 泰 弘

文化文教・国際課長 日 高 正 憲

人権同和対策課長 吉 田 正 彦

情 報 政 策 課 長 長 倉 芳 照

広 報 企 画 監 松 岡 弘 高

交通・地域安全対策監 柳 田 勇

総 務 部

総 務 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 次 長
堀 野 誠

（総務・職員担当）

県参事兼総務部次長
岡 田 英 治

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

総 務 課 長 柳 田 俊 治

部参事兼人事課長 桑 山 秀 彦

部参事兼行政経営課長 大 坪 篤 史

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

税 務 課 長 吉 本 佳 玄

市 町 村 課 長 鈴 木 一 郎

総務事務センター課長 花 坂 政 文

危 機 管 理 課 長 金 井 嘉 郁

消 防 保 安 課 長 山之内 点

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○山下委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたしたいと思います。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

○渡邊県民政策部長 おはようございます。県

民政策部でございます。よろしくお願いいたし

たいと思います。

それでは、今回提案している議案等につきま

して、その概要を御説明いたします。委員会資

料の表紙をめくっていただきますと目次があり

ます。今回お願いしています議案は、そこに記

載のとおり、２件であります。

まず、議案第６号「宮崎県消費者行政活性化

基金条例の一部を改正する条例」でありますが、

これは、消費者行政活性化事業の実施期間の延

長に伴い、宮崎県消費者行政活性化基金条例に

ついて所要の改正を行うものでございます。

次に、議案第16号「公の施設の指定管理者の

指定」でございますが、男女共同参画センター

につきましては、指定管理者による管理運営を

行っておるところでございますけれども、平成23

年度をもって第２期の指定期間が終了いたしま

すことから、平成24年度以降の指定管理者の指

定について議会にお諮りするものでございます。

また、指定に伴いまして、債務負担行為の追加
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が生じますことから、議案第１号「平成23年度

宮崎県一般会計補正予算」をあわせてお願いし

ているところでございます。

次に、その他の報告事項でございますが、今

回、７件の報告事項がございます。詳細につい

ては後ほど担当課長から御説明いたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○大脇生活・協働・男女参画課長 委員会資料

の１ページをお願いいたします。議案第６号「宮

崎県消費者行政活性化基金条例の一部を改正す

る条例」につきまして、御説明いたします。議

案書では21ページになりますけれども、常任委

員会資料で説明させていただきます。

１の改正理由につきましては、消費者行政活

性化事業の実施期間の延長が国から平成24年度

末まで認められたことに伴いまして、県消費者

行政活性化基金条例の一部を改正するものでご

ざいます。

当基金について簡単に御説明しますと、下の

ほうに参考ということで書いております。（１）

の目的につきましては、消費者の安全で安心な

生活を確保するために消費者行政の活性化を図

ること、（２）の基金総額は、国の交付金を活用

しておりまして３億480万円、（３）の対象事業

としましては、消費者相談窓口の機能強化や人

材の育成、消費者啓発の充実などでありまして、

市町村は県からの補助金によって事業を実施し

ております。（４）の実施期間につきましては、

当初、平成21年度から23年度までの３年間であ

りましたが、１年間の延長が国から認められま

して、24年度までの４年間となったところでご

ざいます。（５）の事業額につきましては、表の

とおり推移しておりまして、本年度末の基金残

高は約5,300万円となる見込みでございます。

２に戻っていただきまして、改正の内容でご

ざいますけれども、ただいま御説明しましたと

おり、基金事業が１年延長となりましたので、

条例の効力の期限も１年延ばしまして、平成25

年３月31日から平成26年３月31日とするもので

ございます。なお、条例の効力の期限は、事業

清算事務もございますので、事業終了後の１年

後としております。

３の施行期日につきましては、公布の日とし

ております。

消費者行政活性化基金条例につきましては以

上でございます。

委員会資料の２ページでございます。議案第

１号及び議案第16号の宮崎県男女共同参画セン

ターの公の施設の指定管理者の指定についてで

ございます。指定管理者指定の議案は、議案書

では87ページになりますけれども、常任委員会

資料で説明いたします。男女共同参画センター

につきましては、今年度で第２期の指定期間が

終了するために、来年度以降の指定管理者の選

定をするための手続を行ってまいりました。先

般、指定管理者候補者選定委員会による選定を

終えまして、候補者を決定しましたので、指定

管理者を指定することについて議決をお願いす

るものでございます。

１の指定管理者候補者は、特定非営利活動法

人みやざき男女共同参画推進機構、代表者は戸

島信一氏、法人の所在地は宮崎市宮田町です。

２の指定期間は、平成24年４月１日から平成27

年３月31日までの３年間でございます。

３の指定管理者候補者の選定につきましては、

（１）の公募の状況としましては、募集期間が

平成23年７月８日から９月８日までの２カ月間、

現地説明会は７月22日に実施しまして、２つの

団体の参加がありましたけれども、応募団体と
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しましては、特定非営利活動法人みやざき男女

共同参画推進機構の１団体でございました。

（２）の指定管理者候補者の選定につきまし

ては、１次審査としまして、資格要件の適否に

つきまして書類審査を行い、これが適当と認め

られたことから２次審査ということで、指定管

理者候補者選定委員会におきまして、プレゼン

テーション、それからヒアリングを実施しまし

て、候補者として適当かどうかという審査を行

いました。指定管理者候補者選定委員会の委員

につきましては、②の表に記載しております５

名でございます。次は、３ページをごらんくだ

さい。審査に当たりましては、③に記載してお

ります選定基準、審査項目、配点に基づいて各

委員が採点を行いました。各委員の持ち点を100

点としまして、５名の審査委員で500点満点とな

ります。

（３）の審査結果につきましては、応募者の

得点は500点満点中396点、審査委員の平均点で

は79.2点ということになりました。②の選定理

由としましては、最低の基準点を300点としてお

りましたので、採点が396点ということで、これ

を上回っているということ、それから男女共同

参画社会づくりの重要性、センターの役割を十

分理解した上での事業計画が提案されているこ

と、利用者のサービス向上に向けた提案がなさ

れていること、これまでの実績や事業計画の内

容等から、経済的、効率的、効果的に事業を実

施し、適切な施設の管理能力を有していると認

められること、このような理由から候補者とい

うことで選定をされました。

４の指定管理料につきましては、年額で2,529

万円、３年間で7,587万円であります。

なお、今回の指定に伴いまして、債務負担行

為の追加が生じますので、議案第１号「平成23

年度宮崎県一般会計補正予算」につきましても、

あわせてお願いをしております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

○山下委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。まず、議案についての質疑を承ります。質

疑はありませんか。

○鳥飼委員 特段ないんですけれども、男女共

同参画センターの現地説明会ですが、２団体と

いうことですけれども、もう１団体というのは

県内のということですか。差し支えない範囲で

説明をお願いします。

○大脇生活・協働・男女参画課長 もう１者に

つきましては、鹿児島県に本社があります人材

派遣会社でございました。

○鳥飼委員 わかりました。もう一つ、審査結

果のところなんですけれども、選定委員会の委

員が５名おられて、それぞれ持ち点100点で、500

点ということで、合計で396点とられているんで

すけれども、今わかればですけれども、この委

員の中で最高点の人は何点で、最低点の人は何

点ですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 点数自体に

つきましては、手元にありませんので、後ほど

御回答したいと思います。

○鳥飼委員 わかりました。点数をつけられ

て、400点ですけれども、平均80点と。20点足ら

んよということなものですから、どの辺に注目

をされて20点の減点にされたのかなというよう

なことにちょっと関心がありましたので、また

後ほどでも結構ですので、よろしくお願いしま

す。

○前屋敷委員 今のに続いてですけれども、指

定管理料が設定をされて、債務負担行為になる

んですが、この男女共同参画推進機構は最初か
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らここだというふうに思うんですが、スタッフ

といいますか、過去から現在まで同じ人数で運

営されているんですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 現在の人数

としましては、職員が５名、非常勤の相談員が

６名という体制で運営しております。過去の経

過は、任意団体からＮＰＯ法人になってという

ことで運営しているんですが、データが今手持

ちでないものですから、後ほどでよろしいでしょ

うか。

○前屋敷委員 いろんな相談を受けるスタッフ

になるわけですから、人数が減ればそれだけ十

分に行き渡らないし、人件費との関係などもい

ろいろありますので、その辺のところを後で結

構ですので教えてください。

続いて、６号の消費者行政活性化基金のほう

ですが、１年間延長になったということで、事

業が継続されるということでよかったんですけ

れども、基金の総額が３億480万円で、23年度末

の基金残高が5,300万円ということなのですけれ

ども、基金総額というのは４年間で３億円とい

うふうに理解をしていいのか。23年度末に5,300

万円なんですけれども、１年延長ということで

新たに基金の積み増しが一定程度行われて事業

が運営されるのか、その辺のところを教えてく

ださい。

○大脇生活・協働・男女参画課長 実施期間は

１年間延長されましたけれども、使える基金の

総額、積み立てる基金の総額は同じ金額でござ

います。３億480万円の範囲内で１年延長して事

業を実施するということになります。

○前屋敷委員 では、5,300万円の範囲内での事

業活動ということになるわけですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 今年度末で

の基金残高が見込みで5,300万円ですので、24年

度の事業実施額としては5,300万円程度になると

いうことでございます。

○前屋敷委員 事業金額と中身の関係になるん

ですけれども、３年間で使った金額と１年間で

というと、事業の規模としては縮小というか、

十分な活動ができなくなるということになるん

じゃないかなというふうにも思うんです。基金

を使い残さないという点では活動が延長される

ということもあるんでしょうけれども……。わ

かりました。国は出さないわけですね、基金を。

○宮原委員 指定管理者のほうですけれども、

指定管理料が年額で2,529万円ということなんで

すが、これまでの金額というのは幾らだったん

ですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 第２期の年

間の指定の金額は2,620万円でございます。

○宮原委員 2,620万円―結果的には金額は下

がっているんですけれども、第１期のときは幾

らだったんですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 第１期分に

つきましては、調べさせていただきたいと思い

ます。

○宮原委員 選定基準のところで、大きな選定

基準が４つですね。審査項目がそれぞれ分かれ

ているんですけれども、この審査項目ごとに細

かい点数があって、それを積算するという形で

はなくて、この配点は、住民の平等な利用の確

保ということであれば、項目としては４つある

んだけれども、４つを総体として30点の範囲内

で選定するということになるんですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 選定基準の

審査項目ごとに細かく分かれておりまして、５

点とか３点とか、それを足したものが全体の配

点になっております。

○宮原委員 わかりました。
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○前屋敷委員 先ほどの基金のことですけれど

も、過去３年間で各自治体がどの程度の相談を

受けたのか。その活動状況がわかれば、後でも

結構ですので、資料で教えてください。

○大脇生活・協働・男女参画課長 県と市町村

の事業実績の一覧ということですか。簡単に申

し上げますと、主な事業ですけれども、過去３

年間、今年度を含めてですけれども、県としま

しては、まず相談関係ということで、相談員の

研修機会の増加ということで研修に参加してい

ただいております。それから、相談員を１名新

たに雇用しておること、それから延岡支所と都

城支所の相談室を改修しております。啓発とし

ましては、リーフレットの作成、テレビＣＭ、

新聞広告、ラッピングバスでの広告、県として

はこういうこと。市町村につきましては、相談

室の増設・改築、相談員を研修に参加させてい

ただくこと、弁護士相談会の開催、それから市

町村分で相談員が６名ふえておりますので、相

談員の人件費や講演会の開催、そういった事業

が行われております。

○前屋敷委員 実際、相談はどのくらい受け付

けたのか、どれほど県民の皆さんが利用活用さ

れたのかというのがわかるといいんですけれど

も。

○大脇生活・協働・男女参画課長 消費生活相

談の件数ということでしょうか。

○前屋敷委員 具体的に言ったら、いろんな啓

発活動もなさったんでしょうけれども、実際、

県民の皆さん方が直接、窓口あたりで相談をさ

れたのがこの基金活用でどの程度あったのかな

ということです。

○大脇生活・協働・男女参画課長 窓口自体、

例えば県の相談窓口としましては、宮崎の消費

生活センター、延岡、都城に支所がありますの

で、窓口自体は従来からありました。そこの相

談員をふやすとか、相談員の資質を向上させる

ために研修に行ってもらうとか、基金で窓口を

ＰＲしたことによって相談がふえたということ

はあるんですけれども、基金事業を実施したが

ために何件ふえたというのは、実際には件数と

してはちょっと判断しかねるところでございま

す。

○前屋敷委員 この基金だけでくくってどの程

度というのは出てこないというわけですね。延

べの人数とかはわかると。ふえていることは確

かですね。いろいろ啓発とか、かなり力を入れ

て基金で事業を進めたという結果、そういう相

談がふえたということは言えますか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 相談件数で

見てみますと、平成20年度が9,684件、21年度

が9,747件、22年度が9,891件ということで、若

干ではありますけれども、件数としてはふえて

おります。

○前屋敷委員 直接、相談がふえていますし、

意識の啓発などにもつながっているというふう

に見てよろしいですね。わかりました。

○鳥飼委員 さっき続けて聞けばよかったんで

すけれども、大脇課長にお尋ねします。現地説

明会に他の１団体ということで、鹿児島県の団

体が来られたけれども、実際は応募しなかった

ということなんですが、県外のそういう団体な

り企業なり業者の方たちが参入したとした場合

に、県内で育成をしようと思っている県内の事

業者との候補選定上の差異といいますか、それ

はどこか出てきているでしょうか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 県外業者で

あっても、県内に事業所とか営業所があれば応

募することは可能ということになっております。

○鳥飼委員 私がお聞きしたいのは、いろんな
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仕事といいますか、業務というか、事業が県の

行政の中にある。それを有効にということで、

ＮＰＯ法人を活用するとか、そういう人たちに

頑張っていただくということで指定管理者制度

もスタートしてきたという背景があるんだと思

うんです。例えば、今の鹿児島の方がもし点数

的には高ければ、鹿児島の方を採用するという

ことになるのかなと思うんですけれども、しか

し、私は、同じような条件の中では、やはり県

の……。この間、本会議でも議論をしました広

い意味での地産地消といいますか、そういう面

にも反するのではないかなと思うんです。です

から、指定管理者制度そのものは総務部のほう

の所管ということになるだろうと思うんですけ

れども、そういう議論をしていかないと。前も

言いましたが、県立芸術劇場は財団法人のほう

が指定管理者になっているわけですけれども、

もし仮に吉本興業が手を挙げたときに吉本興業

が持っていくということもあるのではないです

かということで、指定管理者制度になじまない

んじゃないか、芸術劇場のことについては直営

にするということも検討すべきじゃないですか

と、そんな議論もしてきた経緯があると思うん

です。男女共同参画センターを主管する大脇課

長のところにこういう聞き方をするのは、なか

なか説明しにくいよということだろうとは思う

んですけれども、やはり今のように厳しい時代

ですから、なお一層県内の人たちに頑張っても

らって、委託金も2,500万か2,600万、出るわけ

ですね。県内の事業者の人に頑張ってもらいた

いというのがあるものですから、何かここに県

内の人たちに対するある程度のものがないとい

けないんじゃないか、そんなふうに思うんです。

それを比較考量してやっていくことが大事じゃ

ないかなと思うものですから、お尋ねをしたわ

けです。今のところは、ほぼ同等に扱わざるを

得ないというのが現状だということですね。そ

ういう理解でよろしいですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 審査基準の

中では、それぞれ平等な利用ができるかとか、

事業効果がとかいう審査項目になっております

ので、基本的には同じ審査項目で審査をさせて

いただくということになります。

○渡邊県民政策部長 今、鳥飼委員がおっしゃっ

た点というのは、我々も今後どんなふうにして

いくのか―基本的には総務部がやりますけれ

ども、地域経済循環システムという話で今議会

もいろいろ御質問いただきました。地元企業を

大事にするということですね。そういう視点を

やっぱり今後強くしていかなければいかんとい

う認識は我が部としてはあるんです。それと、

もう一つは、指定管理者制度そのものをもう

ちょっと議論しなきゃいけない。例えば、今回

のみやざき男女共同参画推進機構は、まさにこ

ういうセンターを運営するためにつくった、あ

るいはできた法人なんです。こういうところを

指定管理制度でやるのかどうかという問題なん

です。仮に、指定管理制度を導入してやるとし

ても、はっきり言って随契的なもので処理すべ

きではないかなと。宮崎県の場合、非常に条例

上は厳しいわけですけれども、例えば市町村に

あっては、内容の専門性とか地域性を勘案して、

必要な場合は随契でやるとか、そういう規定が

あるんです。本県の場合はそういうものがない。

今回改正しましたのは緊急の場合しか適用して

いないという……。だからそのあたりを議会の

ほうでもいろいろと御議論いただきたい。指定

管理制度はこのままでいいのか、そこに改善す

べき点があるんではないか、我々はそういう問

題意識を強く持っています。先ほど芸術劇場の
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問題もありました。やはりそのあたりは単純一

律に指定管理制度を導入すればいいという話で

もないと思うんです。だから、そこをやはり、

僕ら自身も問題意識を持っていますし、一回そ

のあたりを政策テーマにしていく、そういう必

要もあるかなと私は強く思っています。

○鳥飼委員 わかりました。私は本会議で自動

販売機の話を総務部とやったんですけれども、

理屈は地域経済循環システムだと言いながら、

やっていることは逆のことをやっているという

実態も見られるものですから。今の部長の御意

見は非常に大事なところなんじゃないかなとい

うふうな気がしまして、単に自治法が改正になっ

た、だから指定管理者制度を入れるんだという

ことだけでは、宮崎県民、宮崎県のためにはな

らない部分も出てくるということで、それはや

はり僕らの問題としても十分議論していかなく

ちゃならないというふうに受けとめています。

答弁は要りません。

○山下委員長 よろしいですか。なければ、そ

の他事項に入らせていただきますが、説明を求

めます。

○茂総合政策課長 総合政策課からは２点、御

報告を申し上げます。委員会資料の４ページを

お願いいたします。

１点目でございますが、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律、通称第１次・第２

次一括法の成立につきまして御説明をいたしま

す。この法律は、地方分権を推進し、地方公共

団体の自由度の拡大、自主性、自立性の向上を

目的としたものでありまして、さきの通常国会

において成立したものであります。

まず、１の法律の概要をごらんください。（１）

の第１次一括法につきましては、地方が行う事

務手続に関する国の関与の廃止、縮小を図る、

いわゆる義務付け・枠付けの見直しの第１弾と

いたしまして、関係する41の法律を一括改正す

るものであります。次に、（２）の第２次一括法

につきましては、義務付け・枠付けの見直しの

第２弾といたしまして、関係160法律の一括改正

を、また基礎自治体であります市町村への権限

移譲といたしまして、関係する47法律の一括改

正を行ったものであります。この２つの法律に

つきましては、経過措置があるものなどを除き

まして、原則として来年の４月１日に施行され

ることになっております。

次に、この法律によります改正内容について

であります。まず、２の義務付け・枠付けの見

直しについてでありますが、これは、国により

ます地方公共団体への関与を廃止、縮小するも

のでありまして、見直しの対象となりますのは、

１つ目が、施設・公物設置管理の基準の条例委

任、２つ目が、協議、同意、許可・認可・承認

の見直し、３つ目が、計画等の策定及びその手

続の見直し、この３つの分野でございます。こ

れらによりまして、国の関与が縮小され、地方

の自由裁量が増すということになってまいりま

す。この中で施設・公物設置管理の基準につき

ましては、これまで国が政省令等で定めており

ました基準にかえまして、地方において基準を

条例化する必要があります。条例化に当たりま

しては、（２）の従うべき基準、それから標準、

参酌すべき基準という国が定めます基準の類型

に沿いまして基準を設定する必要があります。

資料にあります３つの基準は、上から下にいく

ほど地方の自由度が高くなり、裁量の幅が広が

るということでございます。

それから、３の基礎自治体への権限移譲につ

いてであります。これは、これまでの都道府県
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の権限とされていた事務の一部につきまして、

法令によりまして市町村に移譲されるものであ

ります。

なお、条例委任される基準あるいは市町村に

移譲される事務の具体例等は、５ページ以降に

記載をしておりますので、御参考にしていただ

きたいと考えております。

県といたしましては、各所管課におきまして

条例委任される基準の検討、あるいは市町村の

事務処理体制の整備等の支援を進めているとこ

ろでありますが、特に市町村への権限移譲に当

たりましては、円滑な事務引き継ぎや移譲後の

バックアップ体制の整備が求められますことか

ら、今後とも、庁内各部局、市町村と十分に情

報共有、連携をしながら、地域の実情に応じた

行政サービスの提供に向けた準備を進めてまい

りたいと考えております。

次に、資料の11ページをお願いいたします。

宮崎県における事務処理の特例に関する条例の

一部改正についてでございます。この件につき

ましては、今議会におきまして、宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例案を提出しておりまして、この議案につ

きましては、それぞれの改正対象事務を所管い

たします各常任委員会に分割付託されていると

ころであります。今回は県民政策部関係の改正

はございませんけれども、私からは今回の改正

の概要について御説明をいたします。

まず、ここで言います事務処理特例制度でご

ざいます。１をごらんいただきたいと思います。

この制度につきましては、平成12年の地方分権

一括法の施行によりまして地方自治法に規定さ

れたものであります。住民に身近な行政サービ

スはできる限り住民により身近な市町村で行う

ということを基本にいたしまして、地域の実情

に応じた柔軟な行政サービスの提供、あるいは

市町村の自主性、自立性の向上を図るといった

観点から、都道府県知事の権限に属する事務に

ついて、その処理を市町村が行うということを

可能にするものでございます。これを受けまし

て、本県におきましても、平成11年に関係条例

を制定いたしまして、この制度の活用によりま

して市町村への権限移譲を推進しているところ

でございます。

次に、今回の条例改正の概要についてでござ

います。２をお願いいたします。まず、（１）の

事務処理特例制度によります権限移譲について

でございます。これにつきましては、あくまで

県知事の権限に属する事務のうち、市町村の希

望、同意を受けたものについて新たに移譲を行

うものでございまして、今回の移譲対象市町村

は25市町村、移譲する事務は17法令に基づきま

す258の事務でございます。このうち、これまで

に本県で移譲実績がなく今回新たに移譲する法

令につきましては２つの法令、そして新たに移

譲する事務は全部で158事務というふうになって

おります。

次に、（２）でございますけれども、先ほど御

説明いたしました第１次・第２次一括法の成立

に伴う所要の改正についてでございます。これ

は、国が行います、いわゆる義務付け・枠付け

の見直し、あるいは市町村への権限移譲が行わ

れることに伴うものでございます。具体的に申

し上げますと、１つ目は、事務処理特例制度で

市町村に移譲している事務のうち、義務付け・

枠付けの見直しに伴いまして、その事務や手続

が廃止、変更になるものにつきまして、移譲事

務の削除あるいは変更を行うというものであり

ます。２つ目でございますが、今回の法改正に

よりまして、市町村に法令移譲される事務につ
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きましては、そもそも県の権限ではなくなりま

して、事務処理特例制度による権限移譲の対象

から除外されることに伴いまして、移譲事務の

削除あるいは移譲される市町村の削除を行うも

のでございます。

なお、具体的な詳細につきましては、これも12

ページ以降に別紙として御参考に載せておりま

すし、また15ページには、本県におきますこれ

までの権限移譲の推移、それから市町村別の移

譲状況をグラフとして掲載しておりますので、

御参考にしていただきたいと考えております。

県といたしましては、今後とも、市町村と十

分に連携を図りながら、県内における分権型社

会の構築に努めてまいりたいと考えております。

総合政策課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○大野統計調査課長 委員会資料の16ページを

お開きください。「平成24年経済センサス―活動

調査」の実施についてであります。

まず、１の調査の概要ですが、（１）の目的に

ありますように、この調査は我が国全体の経済

活動を同一時点で網羅的に把握し、日本と本県

の経済力の全体像を明らかにするために、今回

初めて取り組む経済の国勢調査と言われるもの

です。対象としては、国内すべての事業所となっ

ており、これらは、今回の活動調査に先行いた

しまして、平成21年に基礎調査が行われ、把握

しているものであります。本県では、県内の約

５万8,000のすべての事業所が対象となっており

ます。調査の方法ですが、調査員による訪問調

査と国・県・市の行政機関による直轄調査の２

つに分けて行われ、このうち全体の８割が調査

員による調査となっております。調査結果の主

な活用例として、地域の産業振興や商店街活性

化のための経済施策を初め、国内総生産、いわ

ゆるＧＤＰや県民所得などの推計のほか、各種

の行政施策や計画の基礎資料になるなど、民間

活動を含め、より精度の高いデータとして幅広

く活用されることになります。

次に、２の調査実施の日程ですが、来年２月

１日が調査日となっておりますので、１月末ま

でに調査票の配付を行い、その後、記入いただ

いた調査票を３月末までに回収することになっ

ております。

なお、この資料にはございませんが、今月か

ら国のコールセンターが開設されており、県に

おきましても、１月から３月まで休日・夜間に

もいろいろなお尋ねに対応できる窓口を設ける

こととしております。

次のページをごらんください。３の本県にお

ける実施体制ですが、（１）にありますように、

県では８月に実施本部を立ち上げまして、全庁

的に推進する体制を整え、また市町村でも県と

連携しながら準備を進めているところでありま

す。また、（２）、（３）にありますように、指

導員が51名、調査員が約700名の予定で、事業所

を訪問し、調査票を配付、回収するなど、調査

活動を展開することとしております。

次に、４の実施に向けた重点的な取り組みで

あります。（１）にありますように、調査はすべ

ての事業所を対象とし、また売上高などの経理

面まで調査項目とし、しかも初めて取り組むと

いうことになりますので、関係団体への協力依

頼やさまざまな広報活動を通して事業所や県民

に協力の呼びかけを行ってまいります。また、

（２）にありますように、調査の中心的な担い

手である調査員を養成するための研修会や説明

会等を通して、円滑かつ精度の高い調査になる

よう取り組んでまいります。

なお、５の調査結果の公表予定にありますよ
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うに、まず、（１）の速報としまして、平成25年

１月に、都道府県別に事業所数や従業者数、売

上高といった主要項目を公表し、さらに（２）

の確報といたしまして、同じ年の夏ごろから、

都道府県別に加え、市町村別や産業別にさらに

詳細な項目を順次公表していく予定となってお

ります。

統計調査課の説明は以上であります。

○中田総合交通課長 総合交通課から２件の報

告事項がございます。

まず、委員会資料の18ページをお開きくださ

い。南宮崎駅バリアフリー化工事の変更につい

てであります。

県におきましては、ＪＲ九州が南宮崎駅にお

いて行いますバリアフリー化整備に対し、今年

度予算におきまして、全体事業費の６分の１に

当たる約5,000万円の補助を行うこととしている

ところでございます。今回、その工法、工期等

が変更されることになりましたので、御報告い

たします。

変更の内容につきましては、１にございます

とおり、高齢者や障がい者等の負担をさらに軽

減し、利便性を向上させるものでありますが、

変更理由を含め、具体的には次のページの資料

で御説明をいたします。

次のページの資料の一番左の図をごらんくだ

さい。これが当初の計画でございます。当初の

計画では、南宮崎駅に２つホームがございます

けれども、その北側の先端部分に新たに跨線橋

とエレベーターを設置する工法でバリアフリー

化を行うものということでございました。これ

は、南宮崎駅の２本のホームのうち東側―図

面ではホーム②というふうに書いてございます

が―の幅が約４メートルということで非常に

狭いということから、バリア基準上、また国の

定める技術基準上、既存の跨線橋を利用してエ

レベーターの設置ができないということで、Ｊ

Ｒ九州におきましては、ホーム②に隣接する線

路を撤去してホームの拡幅ができないか等につ

いて検討を行ったところでございます。しかし

ながら、南宮崎駅は、御承知のとおり、日豊線、

日南線、空港連絡線が結節する駅でありまして、

また列車を留置するスペースが必要だというこ

とで、ダイヤ運行上、線路を撤去してホームの

確保はできないとの理由で現在の計画になった

ものであります。

この計画では、改札後、例えばホーム②へ直

接行くことができず、まずホーム①の既存の跨

線橋に設置されたエレベーターでおりた後、北

側の新たに設置する跨線橋のエレベーターを

使って移動する必要がございます。ＪＲ九州か

らの説明ではこれ以外の方法がないということ

で、県及び宮崎市におきましては、この計画を

受け入れ、今年度の予算措置をしたところでご

ざいます。

しかしながら、今年度に入り、ＪＲ九州で具

体的な設計を行う過程におきまして、この工法

ではホーム①とホーム②との間の移動の際、ホー

ムの先端まで迂回しなければならないため、高

齢者や障がい者に対する負担が大きく、利便性

が低いとの意見が出され、再度、検討をいたし

ましたところ、真ん中の図面にありますとおり、

６番線路―６番線路というのはホーム②と書

いてありますところに線が幾つか書いてござい

ますけれども、それの上から６番目です。ホー

ム②のすぐ上に当たる線路が６番線路になりま

すけれども、６番線路から９番線路に分岐線を

引くことで、５番線路―図面のホーム②のす

ぐ下の線路でございます―を撤去してもダイ

ヤ運行上の支障が回避され、留置スペースの確
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保も可能であることが判明したということでご

ざいます。このことにより、５番線路を撤去し、

ホーム②を拡幅することで、既存の跨線橋にエ

レベーターを設置することが可能となったとい

うことでございます。

ＪＲ九州からこの提案を受けまして、宮崎市

とも協議を行いましたが、工事が大規模化する

ため、工期が延び、事業費も現在の約３億円か

ら約４億5,000万円に増大することになりますけ

れども、高齢者や障がい者の負担が軽くなり、

利便性も向上することから、今回の工事の変更

はやむを得ないと考えているところでございま

す。

変更後の工事内容につきましては、ＪＲ九州

が国とも協議した結果、右の２つの図にござい

ます変更後にありますとおり、工期を今年度と

来年度の２期に分けることといたしました。今

年度着手いたします第１期の工事では、５番線

路撤去後にホーム②を拡幅いたしますとともに、

駅舎側のホーム①にエレベーターを設置し、８

番・９番線路への分岐線や信号設備工事などを

行うというものであります。来年度着手いたし

ます第２期工事では、ホーム②と駅舎にエレベー

ターを設置し、ホーム②の階段をホーム中央側

に移動させるとともに、駅舎に多目的トイレな

どを整備することといたしております。

なお、第２期工事におきましても、県の負担

が生じてまいりますが、所要の予算措置につき

ましては、改めてお願いしたいと考えておりま

す。

南宮崎駅バリアフリー化工事につきましては

以上でございます。

次に、19ページをお開きください。オールみ

やざき営業チームによる東アジアへのアピール

（台湾・交通チーム）についてであります。知

事を初め、県議会議長、関係団体の代表者等か

ら成る訪問団がチャイナエアライン本社及び台

湾政府関係機関を訪問し、これまでの定期便運

航に感謝の意を伝えますとともに、本県と台湾

とのより一層の交流活動について意見交換を行

いましたので、その概要を報告いたします。

なお、今回の訪問は、オールみやざき営業チー

ムによる東アジアへのアピールとして位置づけ、

台湾、香港、マカオへ赴き、交通・誘客・ブラ

ンド・畜産の各分野において関係機関の訪問等

を行っており、交通チームは、台湾の関係機関

のみの訪問ということになっておりますので、

申し添えたいと思います。

訪問日程は、１にございますとおり、11月15

日から17日までの３日間であります。今回の訪

問団は、２にありますとおり、10名の方々に御

参加いただきました。知事を団長に、県議会か

らは外山議長に御参加いただきましたが、外山

議長には、大変お忙しいのにもかかわらず御参

加いただき、まことにありがとうございました。

また、宮崎市からは木下副市長、経済界からは

県商工会連合会の松澤会長、宮崎空港ビルの長

濵社長など５名の方に参加いただきました。

次に、訪問先及び概要につきましては、３に

ありますとおり、まずチャイナエアライン本社

では孫（スン）社長と面会し、宮崎―台北線の

日ごろの運航についてお礼を申し上げますとと

もに、今後も双方向からの利用促進を図ること

が重要であるとの認識で一致し、さらなる利用

促進についてお互いに確認したところでありま

す。また孫社長から、先般の日本―台湾間のオー

プンスカイ合意を受けまして、鹿児島空港への

新規就航と福岡線の増便についての意向が示さ

れております。

次に、台湾政府の交通部観光局では、謝（シャ）
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副局長と面会し、宮崎から台湾への送客支援に

ついてのお礼と、双方向の幅広い交流の促進に

ついて意見交換を行い、また交通部民用航空局

では尹（イン）局長と面会し、宮崎線開設の際

に御協力いただいたことに対するお礼と今後の

変わらぬ支援をお願いしたところでございます。

さらに、（４）にございますが、15日の夜には

宮崎県謝恩の夕べを開催し、政府機関やチャイ

ナエアラインの関係者、訪日観光旅行を主催し

ている旅行会社のトップなど約50名の方々を招

待して、知事みずから宮崎の観光の魅力やブラ

ンド農産品のＰＲを行ったところであります。

参加者からは、知事みずからのプレゼンテーショ

ンに感激するとともに、宮崎の観光や食の魅力

を認識したとの評価をいただいております。

今回の台湾訪問は、河野知事におきましては、

知事として初めての台湾訪問でしたが、各訪問

先で忌憚のない意見交換や本県のＰＲができ、

所期の目的は達成できたものと考えております。

説明は以上であります。

○大脇生活・協働・男女参画課長 委員会資料

の20ページをお開きください。ことし６月に改

正されました特定非営利活動促進法、いわゆる

ＮＰＯ法でございますけれども、この概要につ

きまして御説明いたします。

まず、１の改正の趣旨についてです。１つに

は、平成10年の施行から12年を経過した認証制

度、これは法人格の付与制度でございますけれ

ども、この制度の使いやすさと信頼性向上のた

めの見直しが行われました。２つ目に、平成13

年に租税特別措置法上の制度としてスタート

し、10年を経過しました認定制度、これは税制

優遇措置によりＮＰＯ法人への寄附を促す制度

でございますが、この認定制度につきまして、

全国のＮＰＯ法人数４万3,000余であるのに対し

まして、認定ＮＰＯ法人が235法人と、全体の0.5

％にとどまっているという現状を踏まえまして、

活用しやすい制度としてＮＰＯ法に新たに規定

されるものでございます。

次に、２の主な改正の内容についてでござい

ます。（１）の認証制度の見直しに係るものでは、

まず、アの所轄庁の変更としまして、２つ以上

の都道府県にまたがって事務所を置くＮＰＯ法

人の所轄庁、これは今まで内閣府で行っており

ましたけれども、これを主たる事務所が所在す

る都道府県に変更するということでございます。

次に、イの活動分野の追加ということで、従

来、まちづくりの推進を図る活動など17の分野

が規定されておりましたところに、観光の振興

を図る活動、農山漁村または中山間地域の振興

を図る活動、都道府県条例で定める活動、この

３つが追加されております。ただし、これらの

活動につきましては、これまでもまちづくりの

推進を図る活動等の範囲で行われてきたもので

ございますので、いわば政策的見地から特出し

をされたものでありまして、今までの活動範囲

を変更するものではございません。

次に、ウの手続の簡素化・柔軟化としまして、

定款変更や解散時の手続について見直しが行わ

れました。

また、エの信頼性向上、情報開示充実のため

の措置としまして、認証された後に登記をしな

い団体についての認証の取り消し、それから定

款などの従たる事務所での備えつけの義務、こ

ういったことが規定をされております。

21ページをごらんください。（２）の認定制度・

仮認定制度の導入でございます。アの認定制度

は、認定基準を満たすＮＰＯ法人は所轄庁の認

定を受けることができ、認定を受けると税制優

遇措置が適用されるというものでございます。
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この認定基準といいますのは、①にＰＳＴと書

いておりますが、パブリックサポートテストと

言われるもので、これは広く市民からの寄附を

受けているかどうかを判定する指標であります。

このほか、運営組織及び経理が適切かなど７つ

の要件がありまして、これらの要件を満たせば

所轄庁の認定を受けることができるものです。

この認定を受けますと、②にあります税制優遇

措置―個人が認定ＮＰＯ法人に寄附した場合

には所得控除と税額控除によって減税される、

また法人が寄附した場合や認定ＮＰＯ法人自身

にも税制優遇措置が適用されるという制度でご

ざいます。この認定制度につきましては、平成24

年３月31日までは租税特別措置法上の制度とい

うことで、国税庁が認定事務を行っております

が、今回の改正で新たにＮＰＯ法に規定されま

して、来年度からは都道府県の事務になるもの

でございます。

次に、イの仮認定制度について説明します。

仮認定制度は、新たにＮＰＯ法に規定される制

度でありまして、設立後５年を経過しないＮＰ

Ｏ法人については、認定基準の中で最もハード

ルが高い（１）のＰＳＴ（パブリックサポート

テスト）を免除しまして、その他の７つの要件

を満たせば仮の認定を受けることができるとい

うもので、この仮認定を受けると寄附者には税

制優遇措置が適用されるという制度でございま

す。

３の法律の施行日は平成24年４月１日。４の

今後の予定でございますが、ＮＰＯ法の施行に

関し必要な事項を定めております宮崎県特定非

営利活動促進法施行条例の改正案を、この法律

の改正に伴いまして、２月の定例県議会に提出

するということにしております。

ＮＰＯ法関係は以上でございます。

次に、委員会資料の22ページをお開きくださ

い。第２次みやざき男女共同参画プランの策定

状況について御説明いたします。

１のプラン策定の趣旨につきましては、現行

のプランが今年度で終期を迎えることから、新

たなプランを策定するものです。

２の策定状況につきましては、（１）にありま

す男女共同参画に関する県民意識調査を基礎

データ収集のため、昨年度実施しております。

（２）の男女共同参画審議会につきましては、

ことしの３月と８月と11月、３回開催しまして、

委員の方から御意見を伺っております。

３の今後のスケジュールにつきましては、12

月から１月にかけて１カ月間、パブリックコメ

ントを実施し、１月に男女共同参画審議会を開

催、２月の県議会に議案として提出しまして、

３月に計画の決定という予定でございます。

計画の内容につきましては、別冊で男女共同

参画プランの素案をお配りしておりますので、

こちらのほうをごらんいただきたいと思います。

目次を見ていただきますと、まず、第１章の

計画の策定に当たってということで、計画の趣

旨や性格、期間、行政や企業の役割を記載して

います。第２章の計画策定の背景では、男女共

同参画に関する世界や日本の動き、本県の動き、

県民意識の動向などを記載しております。計画

の具体的な内容は第３章からになります。

素案の28ページ、29ページをお開きください。

このプランの体系になります。28ページの左の

ほうから基本目標として３つの項目、重点項目

として９つの項目、各重点項目ごとに施策の基

本的方向として全部で28項目という体系にして

おります。

この体系について説明させていただきますと、

基本目標Ⅰの「男女共同参画社会づくりに向け
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た意識の改革」については、重点目標として２

つ挙げておりまして、重点目標１の「男女共同

参画の理解の促進」につきましては、施策の基

本的方向としまして、理解と共感を広げる啓発

活動の推進や学習機会の充実、男女共同参画の

視点に立った慣習の見直しに取り組むこととし

ております。重点目標２の「男性・子どもにとっ

ての男女共同参画の推進」に係る施策の基本的

方向につきましては、男性に対する広報・啓発

の推進、支援体制の充実、子供のころからの理

解の促進や支援体制の充実に取り組むというこ

とにしております。

基本目標Ⅱの「男女が多様な分野で活躍でき

る環境の整備」につきましては、重点目標３の

「社会における女性の活躍の場の拡大」としま

して、政策・方針決定過程への女性の参画の拡

大、女性のチャレンジに対する支援、人材育成。

重点目標４の「男女の平等な就業環境の整備」

については、雇用分野における均等な機会と待

遇の確保、多様なニーズを踏まえた就業環境の

整備や農山漁村での男女共同参画の確立。重点

目標５の「男女の仕事と生活の調和」、これはワー

クライフバランスと言われるものですけれども、

これについては、仕事と家庭の両立の支援、家

庭・地域での男女共同参画の推進、多様なライ

フスタイルに対応した子育て支援の充実。重点

目標６の「地域における男女共同参画の推進」

については、地域での男女共同参画の推進や、

地域づくり、観光や環境、防災などの分野での

男女共同参画の推進に取り組むこととしており

ます。

それから、基本目標Ⅲの「男女の人権が尊重

され、誰もが安心して暮らせる社会の構築」に

ついては、重点目標７の「女性に対するあらゆ

る暴力の根絶」としまして、女性に対する暴力

の根絶のための環境整備、配偶者からの暴力の

防止、セクハラの防止。重点目標８の「生涯を

通じた女性の健康支援」としまして、妊娠・出

産に対する支援や女性の健康保持、健康に影響

を与える問題に対する対策。重点目標９の「様々

な生活困難を抱える人々への対応」としまして、

ひとり親家庭の生活安定と自立支援、高齢者や

障がい者が安心して暮らせる環境の整備などに

取り組むこととしております。

32ページをお開きください。ここからがプラ

ンの体系に沿った計画の具体的な内容になりま

す。32ページは、基本目標Ⅰ「男女共同参画社

会づくりに向けた意識の改革」の重点目標１「男

女共同参画の理解の促進」ということです。ま

ず、現状と課題ということで四角い枠で囲って

いる部分ですけれども、ここでは、男は仕事、

女は家庭という性別に基づきます固定的な役割

分担意識がまだ解消されていないこと、このた

めに、家庭や学校、職場、地域社会、あらゆる

分野、場面で性別にかかわりなく個性と能力を

生かした多様な生き方を認め合うための啓発が

必要であるとしております。下のほうにはこれ

に関連する意識調査などのデータを載せており

ます。

33ページが、施策の基本的方向（１）の「理

解と共感を広げる広報・啓発活動の推進」にな

ります。啓発等を行うための具体的施策としま

して、県の関係課が行う施策を挙げております。

ここでは、男女共同参画の理解促進のための対

象やテーマ、年代に応じた広報・啓発や、メディ

アを通した広報・啓発、それから人権週間など

の機会を通じた啓発を行うことなど、７つの具

体的施策に取り組むこととしております。指標

項目ということで３つ挙げておりますけれども、

数値目標を立てられる施策についてはこのよう
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な目標値を設定しております。

34ページが重点目標１の施策の基本方向

（２）、35ページが男女共同参画の視点に立った

慣習・慣行の見直しということで挙げておりま

す。

以下、ずっと同様な形でまとめておりまし

て、41ページまでが基本目標Ⅰについての内容

になります。

42ページからが基本目標Ⅱ「男女が多様な分

野で活躍できる環境の整備」ということで取り

まとめております。ここでは社会における女性

の活躍の場の拡大ということで、重点項目とし

ては４つ、それから12の施策の基本的方向につ

いてまとめております。基本目標Ⅱは62ページ

までになります。

63ページからが基本目標Ⅲ「男女の人権が尊

重され、誰もが安心して暮らせる社会の構築」

ということで、ここでは３つの重点目標と８つ

の施策の基本的方向ということで、76ページま

でになります。

79ページをお開きください。79ページから81

ページまで、このプランの中で挙げております

数値目標をまとめております。９つの重点目標

ごとに一覧表にしておりまして、全部で42の指

標項目を挙げております。この指標項目、数値

目標につきましては、プランの進行状況を把握

するもととして管理していくことにしておりま

す。

プランの関係は以上ですが、議案のところで

質問がありました点について何点かお答えさせ

ていただきたいと思います。指定管理者の関係

で、まず指定管理料ですけれども、２期を申し

上げましたが、１期分の金額が１年間で2,603

万9,000円となっております。それから、指定管

理者候補者の選定委員会の点数ですけれども、

最低と最高ですが、100点満点で点数が一番低

かった方が71点、一番高かった方が90点でござ

いました。それからもう１点、男女共同参画セ

ンターの職員数ですけれども、平成13年で見ま

すと、職員が２名、相談員が３名。18年度にな

りますと、相談員が２名ふえて５名になりまし

て、20年度から相談員が６名ということで今の

人数になっております。以上でございます。

○山下委員長 執行部の説明が終わったところ

ですが、先ほどの議案のほうから振り返ってよ

ろしいでしょうか。

○前屋敷委員 今、職員数を教えていただきま

したが、最初の御説明は、現在、職員が５名、

非常勤が６名―18年度の職員は何名なんです

か。13年が職員が２名、相談員が３名というこ

とでしたが、18年度は職員は何名なんですか。

○大脇生活・協働・男女参画課長 済みません。

職員のほうが今ちょっとわかりませんので、ま

た調べさせてください。

○山下委員長 よろしいでしょうか。なければ

報告事項の質疑に入ります。

○鳥飼委員 経済センサス―こういう名前の

統計書というのはあるものですから、前に聞い

たような感じがしますが、初めてされるわけで

すね。21年の７月に基礎調査というのをしてお

られるんですけれども、このときの調査の概要

といいますか、わかる範囲でお示しください。

○大野統計調査課長 基礎調査は21年７月に

行っておりまして、基本的には、その対象とな

る事業所を確認する、そして所在地、従業者数、

資本金、そういった基本的な事項を把握してい

る調査でございます。その結果として、先ほど

説明しました約５万8,000事業所が対象になると

いうことで、今回の活動調査ということで本格

的な調査に臨むということになります。
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○鳥飼委員 そうしますと、前のときもやっぱ

り訪問調査みたいなことをやられたんでしょう

か。

○大野統計調査課長 調査員調査が中心という

ことでございます。

○鳥飼委員 わかりました。もう一つ教えてく

ださい。オールみやざき営業チームのところで

チャイナエアラインです。本会議でもちょっと

出ましたけれども、オープンスカイの関係で、

台湾―鹿児島間が開通といいますか、これはい

つからで、飛ぶ日とか、あと、宮崎県で飛んで

いる日をお示しいただきたいと思うんです。

○中田総合交通課長 11月10日にオープンスカ

イの合意がされたというふうに聞いております

けれども、それを受けまして、来年の春ぐらい

ではないかということで聞いています。具体的

にいつからというのはまだ聞いておりません。

○鳥飼委員 宮崎県の現状は。

○中田総合交通課長 現在、宮崎―台北線につ

きましては、週２便飛んでいます。曜日としま

しては、水曜と土曜日に飛んでいるという状況

にございます。

○鳥飼委員 宮崎―台北線が、宮崎の皆さん方、

商工の方たちが頑張っていただいて、飛行機会

社の変更はありましたけれども、飛ぶようにな

りました。今度は鹿児島でも飛ぶということに

なると、地域間競争ではないんですけれども、

それも出てくるのかなと。飛ぶ曜日というのも

もちろんありますし、そこはチャイナエアライ

ンも採算上の問題等もあるだろうと思うんです

けれども、このことについて宮崎県として今後

取り組んでいく課題といいますか、問題点につ

いてはどのように考えておられますか。

○中田総合交通課長 現在、宮崎―台北線につ

きましては、宮崎から台湾に行く路線、それか

ら台湾から宮崎に入ってくる路線、両方ござい

ますけれども、宮崎から出るほうにつきまして

は、要するに日本人の利用者につきましては、

我々が把握している範囲では約９割ぐらいは県

民の利用だというふうに聞いております。県外、

例えば鹿児島あたりからの利用が１割程度かな

というふうに理解しておりますけれども、対策

としましては、やはり県民の利用をいかにふや

していくかというのが一つあると思います。そ

のためには、単に観光だけではなくて、文化、

スポーツ、幅広い交流の促進というのをやって

いく必要があるだろうというふうに考えていま

す。

それから、台湾からの誘客につきましては、

現在もやっておりますけれども、要するに単県

で考えるんではなくて、南九州という視点で現

在、鹿児島と一緒に誘致活動をやっております

が、熊本あたりも含めてそれを引き続きやって

いく形で、より広域的な取り組みに力を入れて

いく必要があるのかなというふうに考えている

ところでございます。

○鳥飼委員 台湾から宮崎に来ているお客さん

は、年間何名程度の利用があって―先ほどの

お話ではこちらから行く人については宮崎県の

人が90％……。帰って来る人も、もちろんそう

いう人たちもいるでしょうけれども、台湾から

どれぐらいの人が来ているのかというのも非常

に大事なことではないかなと私は思うんです。

もちろん、こちらから行くというのも大事な、

大きなものですけれども、やはり来てもらって、

県内に泊まっていろんな観光をしてもらってと

か、仕事をしてもらうというのもこの路線の大

きな意味だろうと思うものですから、その辺の

状況を把握しておられればお示しいただきたい

と思います。
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○中田総合交通課長 チャイナエアラインが就

航いたしましたのは平成22年の１月でございま

すけれども、就航以来の利用人数というのが、

外国人、日本人を含めて４万2,500人程度でござ

います。そのうち日本人の割合が約35～36％で

す。ですから、残りの64～65％が外国人の利用

ということになります。したがいまして、人数

的には、就航以来２万5,000～２万6,000人ぐら

い台湾の方に利用していただいていると。就航

当初につきましては、外国人の利用が大体７割

ぐらいでございました。外国人７割の日本人３

割、最近になりまして日本人の利用がふえまし

て、日本人が４割の外国人６割というような状

況にございます。

○鳥飼委員 台北―宮崎を週２便飛んでいて、

これはやはり宮崎県の一つの大きな誇るべきと

ころだったわけですけれども、鹿児島も運動を

しているという話は聞いていましたし、外山議

長が観光振興議員連盟の会長なんですけれども、

そこでも南九州全体でいろんな取り組みをやら

ないと効果的に機能しないんじゃないかという

ような議論もいろいろと出されてきたところな

んです。ですから、来年の春に飛ぶということ

になったら、それが相乗的なものになっていか

ないと、我が県にとっては危機的なことになる

というふうに思っているんです。一方ではそう

いう危機感を持ちながら、それをプラス面に変

えていく努力ももちろん出てくるし、当然、企

業ですから、企業の利益向上につながるものを

考えてくるだろうと思いますし、宮崎県の場合

は業績が上がらなければストップをしていくと

いうようなことも考えられるから、そういうも

のをしっかりと持って今後の取り組みをして

いっていただきたいというふうに思います。

○中田総合交通課長 まさしく委員がおっしゃ

るとおりだというふうに認識しています。本会

議のほうで部長からの答弁がございましたけれ

ども、鹿児島に新たに３便というふうに聞いて

おりますけれども、就航いたしますと南九州で

台湾線が５便になるということですので、南九

州地域にとりましては、利便性が高まる。県民

にとりましても、週２回しか使えなかったのが

週５回使えるようになる。要するに、旅行日程

の自由度が増してくるという側面もございます

ので、そういう視点も踏まえて、広域的な取り

組みをやっていって、本県にとってもメリット

になるような取り組みをやっていきたいという

ふうに考えております。

○星原委員 関連なんですけれども、オールみ

やざき営業チームという名前の割に、たった訪

問団10名で行っているんです。実は先々月、10

月の末に北海道に行って、北海道庁で聞いたん

ですが、北海道庁は400名の大団体で行ってア

ピールしているという話を聞かされたんです。

やっぱりオールみやざきチームで行くんであれ

ば、ここに名前が出てきている人たちだけじゃ

なくて、修学旅行の誘致でいえば教育関係、あ

るいはスポーツ交流だったらスポーツ団体、姉

妹都市を結ぼうとすれば市町村とか。本当に宮

崎県が台湾に誘客に来たんだと思わせるために

は、せめて50か100、あるいはもうちょっとでも

いいんですが―それぞれの向こうの交通局と

か教育関係とか、いろいろあると思うんですが、

そういう団体、あるいは旅行関係だったら、こっ

ちから送り込む旅行社の関係とかを連れて―

官民一緒になって大団体で行って、そしてそれ

ぞれに分かれてそれぞれの相手との交渉、いろ

んな情報交換、何かそうやっていかないと。今

のやり方ぐらいでいけば、確かにいろんな情報

の話は出るかもしれないけれども、宮崎の熱心
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さとか、宮崎は定期便を飛ばしてもらっている

のでどうしても宮崎に送り込まないかんとか、

そういう台湾側の意識が……。北海道がそれぐ

らいでやっているとなると、鹿児島も今度、春

に定期便を３便ももらうということになれば、

多分大きな形でいろいろ交流していると思うん

です。そういうものをつかんで、宮崎としては、

ではどうするかと。今、課長の説明で、宮崎、

鹿児島、熊本あたりとという答弁があって、確

かに便利になるんだけれども、では来た台湾の

人たちが宮崎で泊をするのかどうか、金をどれ

だけ落とすのかどうか―いろんなことになる

と、修学旅行で台湾の何とか県なら何とか県の

学校と直接、宮崎県の子供たちの交流を図るよ

うな形で、修学旅行でお互いに行ったり来たり

するとか。何かやっぱりそういうものを基本的

に考えて、今回こういう状況の中で、では宮崎

に誘客するためには年間にこれぐらいの数を目

標と定めて、それに向けては農業団体にはこれ

ぐらい、商工業関係にはこれぐらい、学校関係

にはこれ、スポーツ団体にはこれとか割り振っ

て考えて、どれぐらい呼び込んでこないといけ

ないという目標があったとしたら、それに向け

て計画を立てて、こういう訪問団を編成して乗

り込んでいって、宮崎が台湾との交流、誘客に

真剣に取り組んでいるんだという、そういう姿

勢を見せないと負けるんじゃないかなという気

が強くするんです。その辺に向けての考えとい

うのは、韓国に向けてもそうですし、今後は中

国との問題とか、そういうことを考えても、た

だやろうとしてつなぐことはできるんですけれ

ども、本当にそれが実になって宮崎のためになっ

ているか、そういう面について基本的に考えて

いかないと。鹿児島なんていうのは新幹線もあっ

て、福岡に出たり、福岡から入って鹿児島に来

たりとか、いろんなことも利用できます。そう

いう中で、宮崎の置かれている不利な状況を逆

に―直接来てもらうためには相当、力を入れ

た営業努力というのがなされないとやっぱり厳

しいんじゃないかという気がするんですが、そ

の辺はどう考えて今後取り組もうとされている

んですか。

○渡邊県民政策部長 今の質問に対しては、総

合交通課長はちょっと荷が重いでしょうから私

がお答えしますが、昔は経済・文化団体訪問団

ということで私も担当しまして、100名とか行っ

て、総合的にいろんな展開をやったことがあり

ます。台湾でも物産展もやりました。それから、

スポーツランド関係のいろんな誘致、文化交流、

すべてやった経緯があります。韓国もそういう

ことをずっとたび重ねて今日に来ているわけで

すが、最近こういう動きを全然していないのは

事実でございます。どういう形がいいのか、こ

ういう情勢になってきましたから、知事もかわ

りましたし、もう一回新たなやり方を検討すべ

きかなと思っています。今回ちょっと工夫しま

したのは、宮崎県謝恩の夕べというのをやった

んです。韓国ではこういうことをやらなかった。

これはまさに観光の分ですけれども、例えばそ

のほかの商工業、今おっしゃった文化も、そう

いうものも総合的にやるとなりますと、ある程

度ちゃんとした予算組みをして、日程もある程

度―11月15日から17日、ことしやった分は知

事の日程の都合もあって急遽入って、時間的に

はそんなに余裕はなかった状況もあります。も

しそういう形をとるということであれば、相当

仕込みも十分時間が要りますので、そういう形

をとるのか、そこは少し今後検討させていただ

きたい。ただ、状況はもう変わっていますので、

今おっしゃったとおりだと思うんですね。どう



- 20 -

いうやり方がいいのか、部内でも議論し、各部

とも、関係部がたくさんありますので、そこと

も議論したいと思っています。ありがとうござ

います。

○鳥飼委員 西川貫一さんが議長のころですか

ら、何年ぐらい前か、20年ぐらい前だと思うん

ですけれども、国交回復の日中友好で、訪問団

とは別に、県民もあのときは百何十人か募集を

して一緒に行ったんです。そういうこともあり

ます。今、星原委員から出ましたように、南九

州の振興という面では歓迎することなんですけ

れども、宮崎が食い殺されると言うと語弊があ

りますけれども、そういうふうにして宮崎の発

展につながらない可能性も、やり方によっては

出てくる。そういう危機感があって、ただ単純

にいいことだというふうに喜べないものがある

ものですから、そういう意味では、星原委員か

ら出たように、腰を据えてこの路線の問題を含

めてやっていただきたいというのが一つ。

もう一つは、いつでしたか、総合交通課長が

中国に行かれたと思うんですが、あのときの御

報告なりあればちょっとお願いしたいと思うん

です。中国に向けてもやはりそういう努力をし

ていかないと、あそこは13億人ですか、おるわ

けですし、富裕層も１億とか２億と、けた違い

なものですから、どうしてもそちらにいろんな

物産も含めて、観光客も含めて、そういうとこ

ろに目を向けていかないといけないというふう

に思っているものですから、関連しまして、せっ

かく行かれましたので、ちょっと御報告をいた

だきたいと思います。

○中田総合交通課長 まず、台湾につきまして

は、委員がおっしゃるように、我々、利便性が

向上するからいいということばかり考えている

わけじゃなく、もちろん危機感を持って取り組

んでいかないといけませんし、利便性が向上す

る面ということも、そういう視点を持って取り

組んでいくということでございます。もうおっ

しゃるとおりだと思っています。

それから、中国につきましては、先般、観光

部局と一緒に上海のほうに行ってまいりました。

ことし策定しましたアクションプランにも、中

国等との新規路線についての活動を活発化して

いくということで書いておりますので、それに

基づきまして検討しておりますけれども、今回

訪問したのは、今、鹿児島に飛んでいます中国

東方航空、それから春秋航空、航空会社として

は２社を訪問しております。

春秋航空につきましては、現在、茨城に飛ん

でいまして、近く佐賀に飛ぶということで聞い

ております。今回、佐賀に飛ぶ理由としまして

は、やはり福岡と熊本という、九州でいえば大

きな経済圏の間に位置するということで、その

あたりの、要するにビジネス客の利用を見込ん

で佐賀に就航すると。今、就航しています茨城

につきましては、当然、東京、ああいう大きな

人口を抱えていますので、そこを一応見据えて

就航したというふうに聞いています。あと、四

国にも今度就航するというふうに聞いています

けれども、四国につきましては、やっぱり大阪

あたりの経済圏を背景に就航すると。ですから、

そういう大きなビジネス客を見込める地域を考

えながら、就航先を選定していると。南九州に

つきましては、人口的に現時点ではなかなか難

しいのかなというような感じでございました。

東方航空につきましては、現在、鹿児島に飛

んでおりますけれども、鹿児島の便数が、それ

まで週２便だったのが８月から４便に増便され

ております。現状としましては、正直言って東

日本大震災の影響等があって、特に訪日につい
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てはなかなか難しい状況はあると。ただ、将来

的に日本市場というのは非常に大きな市場だと

いうふうな認識を持っておられます。九州につ

きましては、特にこれからですので、宮崎とし

ては状況は非常に厳しいとは思いますけれども、

将来的、長期的な視点に立って取り組んでいく

必要があるのかなと。知名度を上げていったり、

鹿児島に飛んでおります飛行機を利用して中国

からの観光客の誘致を進めながら、宮崎の利便

性を長期的な視点で高めていくというような取

り組みを地道にやっていくと。今回、上海に行

きましたけれども、上海だけではなくて、私ど

もとしましては、どこの路線が宮崎にとって一

番いいのか、観光だけではなくてビジネスあた

りも考えながら、今後、情報収集に努めながら

検討していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。以上でございます。

○鳥飼委員 ありがとうございました。課だけ

部だけのことではなくて、県の大きな施策の中

に盛り込んでいってほしいと思います。その辺

のつくり方というのは部長が一番経験も深いわ

けですから、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

○星原委員 もう１点だけ、しつこいようなん

ですが、台湾の件なんですけれども、手前みそ

であれなんですが、私も去年も台湾に行かせて

もらって、向こうから言われるのは、宮崎から

も送り込んでくださいよという話を常に言われ

たんです。そういう中で、都城市のスポーツ少

年団で交流をさせようということで、去年の暮

れとことしの２月に向こうから見えたときに話

をして、８月に向こうから、新竹県中山小学校

の子供たちが13名と校長さん以下８名で21名来

ていただいて、都城で野球の交流をしたんです。

そして、今度はこっちから行こうということで、

今月21日から段取りしているんですけれども、

私も倍ぐらい行けばいいかなという思いだった

んですけれども、子供たちが60名、指導者が17

名、親が30名ぐらい、多分110名ぐらいになって、

宮崎からだけでは飛べなくて、福岡便に乗らな

くちゃいけないんです。毎年交流していこうと

考えているんですけれども、やり方をそうやっ

てうまく相手の学校あたりとつないでいくと、

子供たちはスポーツ少年団だと６年生を主体に

連れていくわけですけれども、毎年６年生になっ

ていくわけですから、そういう形ができないか

なと思って進めています。ですから学校も、修

学旅行なんかもやっぱりどこかとつながりを持

たせるようにして、10年たっても交流がずっと

なっているとなると、今回、私は指導者と子供

だけかなと思ったけれども、親たちも行きたい

ということで、30名ちょっと親も行くようになっ

たんです。だから、何か仕掛けをうまくもって

いくと皆さん方が考えている以上に県民の人た

ちも、近いわけですから行こうとする人たちも

いると思うんです。やり方を、どういう形のも

のをつないでいくかというのを広げていかない

と、ただ頭でっかちで上で考えているだけでは

なくて、底辺のところにどういう人たちを相互

に送り込んだり誘致したりできるか、そのため

には何をやっていったらいいのかということを

本当に考えれば、意外とどこかに―ほかの県

でやらないようなこととか、何かを知恵を出し

てやっていかないと、なかなか宮崎は条件的に

不利な部分があるんじゃないか。そうやって、

後は、宮崎県の素材である第１次産業の食べ物

なんかをうまくつないでいく方法とか、あるい

は農家は今、口蹄疫で厳しいんですけれども、

いろんな形で何かつなぐ方法に知恵を出してい

ただければ、道はないとは言えないんじゃない
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かなというふうに思いますので、その辺のとこ

ろも少し角度を変えて判断というか、知恵を出

していただければというふうに思うんです。以

上です。

○中田総合交通課長 星原委員には路線利用促

進にいろいろ御協力いただきまして、ありがと

うございます。委員のおっしゃるとおりだと思

います。県では、今、文化文教・国際課のほう

で民間交流促進のための事業もやっています。

近々、民間団体の方々等を連れて台湾のほうに

行くというふうに聞いておりますけれども、そ

れ以外に、当課の関係で言いますと、今年度初

めて修学旅行で台湾に行っていただきたいとい

うことで、学校の先生たちに台湾に行っていた

だいて、実際、現地を見ていただいて、学校間

の交流、そういうのができないかどうか、その

あたりを一応見て来ていただきました。宮崎か

ら台湾への修学旅行が全くないわけではござい

ませんけれども、そういう取り組みをやってい

きながら、教育委員会の理解を得ながら、修学

旅行の相互交流、こちらから行くだけではなく

て向こうからも来ていただくような取り組みも

今後さらに力を入れていきたいというふうに考

えているところでございます。以上でございま

す。

○前屋敷委員 権限移譲のことでちょっとお伺

いしたいと思います。13ページの表の16、17の

現在の移譲状況というところの中で、新規移譲

法令というのがここに出てきているんですけれ

ども、これはどういうふうなことなんですか。

移譲事務はわかりますけれども、法令を移譲す

るというのはどういうふうに理解したらいいの

か。

○茂総合政策課長 先ほど私は２つの法令が新

規移譲されたということを申し上げましたけれ

ども、16と17にあります２つの法律ということ

になるわけですが、これについては、今回の改

正の中で、新しく延岡市に移譲されるというこ

とです。例えば、流通業務市街地の整備に関す

る法律という法律はもともとあるんですけれど

も、これについて平成24年4月、来年の４月に市

のほうに法令を移譲されるということになりま

して、これについて希望するところがあるかど

うか聞いたところ、延岡市から希望がありまし

たので、それについて関連事業を移譲するとい

うことでございます。

○前屋敷委員 今、延岡市だけが希望している

ということなんですか。

○茂総合政策課長 延岡市が移譲を希望してい

るということでございます。申しおくれました

けれども、今回、２つの法令に基づく事務が初

めて移譲されるというものでございます。そう

いう意味で新規ということでございます。失礼

しました。

○前屋敷委員 希望する自治体だけに移譲する

ということになっているんですが、かなり進ん

できている状況があると思います。一つは財源

なんですけれども、かなり事務が移譲されて、

各自治体にとってはかなりの負担になる部分が

多いんですが、どういう形で財源の移譲といい

ますか、財源が渡っているかという状況を教え

てください。

○茂総合政策課長 これにつきましては、国が

つくっています地域主権戦略大綱というのがあ

りまして、閣議決定されております。この中で、

国は、権限の移譲に伴って適切に既存の財源措

置を見直し、市町村に対して地方交付税あるい

は国庫補助負担金などに関し、確実な財源措置

を行うこととするということがはっきりうたい

込まれておりまして、これに基づきまして基本
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的には措置されていくと。要するに、地方交付

税等で基準財政需要額に算入されるというふう

に理解をしております。この一括法が１次一括

法、２次一括法と２つありますけれども、これ

につきましては、衆議院と参議院で附帯決議が

されています。基礎自治体への権限移譲につい

ては、これに伴い必要となる財政措置を的確に

講ずることというふうに国会において附帯決議

がされているということでございます。

○前屋敷委員 では、これは交付税措置でされ

るということですか。直接、国から財源が、県

はこの事業はしないわけですから、直接、交付

税の算定の中に入って措置されるということで

すか。

○茂総合政策課長 これについては、※市町村の

基準財政需要額に算入されるということになる

だろうと思っております。

○宮原委員 第２次みやざき男女共同参画プラ

ンの説明もいただいて、今、星原委員とも話を

したんですが、すばらしいのができているとい

うふうには思っています。ただ、思うんですけ

れども、42ページの各分野における女性の参画

状況というところを見ると、県の審議会を除い

たほかは、なかなか女性の方が進出されないと

いうことになりますね。ここの部屋を見ても、

女性の方は数名しかいらっしゃらないというこ

とになりますので、ただ、女性がどんどん進出

してほしいということは当然なんですけれども、

よく話を聞くと、管理職になるのを女性のほう

から拒否されるというふうな話も聞くわけです。

そういうことを考えると、こういうプランをつ

くって立派にやるということも大事なことなん

ですが、そういうところを変えていかないと、

つくることはできると思うんですけれども、な

かなか厳しいのかなというふうに思っています。

例えば、議員の世界でも女性は数名しかいらっ

しゃらない。自分から手を挙げてこないと、ど

うしたってなかなか数がふえないということに

なります。

私はどっちかというと薩摩側のほうの人間な

ので、やっぱり男がしっかりせんといかんと。

だから、本当を言うと、ここでこんなことを言っ

たらいかんのですけれども、男がしっかりして、

子供がちゃんとできて、家に帰ったときに、子

供が学校から帰ったらお母さんがいるというの

が僕は理想的だというふうに思っているんです。

それを言うこと自体がまたいかんという時代に

なっておりますので、私は、嫁女に家で農業を

させていますけれども、勤めはさせん、子供が

帰ったときにちゃんと家におってもらわな困る

と。

今こんなお金が要る時代ですから、２人で働

かれればより生活もよくなるということにはな

るんですけれども、やっぱりどう考えても―

日本じゅうが男女平等ということでいきますけ

れども、きのうもタクシーに乗ったら女性の方

が運転手さんです。大変きれいな方が運転手さ

んでしたので、今度から指名をしますわと言っ

たけれども、それは冗談ですけれども、大型ト

ラックにも女性の方が乗る。すべてのところに

女性の方が進出をされる。どっちかというと、

男性の方が女性のほうには行けないんです。看

護師で男性がいらっしゃるということにはなり

ますけれども、女性の方が男性の看護師の前で

全部脱いでくださいと言われたら脱げないと思

うんです。やっぱりそのあたりになると、プラ

ンをつくるのは構わないんですけれども、その

あたりも多少考えて、どっちかというと女性を

大事にしましょうというプランで、男女共同参

※25ページに訂正発言あり
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画という割には今度は男性をいたわりましょう

というような部分というのは多分ないと思いま

すので、やっぱりそのあたりも、なかなか難し

いんだろうと思いますけれども、そういうよう

なものもどこかに織り込んでいただけるとあり

がたいと。男側の意見としては、そういうよう

な感想を持ったところでした。すばらしいのが

できていることは何にも言いませんけれども、

どうも薩摩側の人間とすると男が頼りにならん

よなと。今、草食系男子がふえている。女性は

肉食系というふうに言われて、なかなか結婚が

うまくいかないのも、男性側が女性に声をかけ

ないというふうに聞いています。声をかけたら、

もし嫌われたら、セクハラにとられる。本当は

好きなんだけどと言われると、女性側から食っ

てしまわないとなかなかうまく結びつかないと

いうような話にもなるので、そのあたりも含め

て、これは私の意見ですので、済みませんが、

よろしくお願いしたいと思います。

○前屋敷委員 今のに関連してですが、パブリ

ックコメントを12月にということになっていま

すが、もう今かけられているんだと思うんです

けれども、１カ月間だと思うんですが、前回あ

たりでどの程度のパブリックコメントがあった

ものなのか。やはり県民の皆さんのいろんな、

それこそ多様な御意見や思いを盛り込むことが

大事だというふうに思うんですけれども、周知

の仕方は……。どのような形でパブリックコメ

ントを集約されるのか、状況を教えてください。

○大脇生活・協働・男女参画課長 パブリック

コメントですけれども、これについてはまだ実

施しておりませんで、今週中には実施する、開

始したいということで考えております。

それから、パブリックコメントの方法なんで

すけれども、一つは県のホームページに掲載し

ます。それから、新聞、ラジオ、テレビですね。

新聞であれば「県政けいじばん」でありますと

か、ラジオ、テレビでの県政番組、そういった

ものでＰＲするということにしております。

○前屋敷委員 ぜひ、やはり県民の皆さんに関

心を持ってもらわなくちゃならないことですの

で、より中身もわかるような形で工夫して県民

の皆さんにお知らせして、そして多様な意見を

求めるということで御努力をしていただきたい

というふうに思います。１カ月といったら１月

の半ばぐらいまでパブリックコメントを実施す

るということでしょうか―では、よろしくお

願いします。

○右松副委員長 今回、報告事項に挙がりまし

た第２次一括法と事務処理特例制度というのは、

本県にとって重要な施策案件だというふうに

思っております。第２次一括法の成立に当たり

まして、知事は何かコメントを発しているんで

しょうか。

○茂総合政策課長 正式なコメントという形で

は出しておりませんけれども、そのときに取材

がございまして、地方分権改革のスタートとし

て評価をするというコメントを記者会見の中で

しております。

○右松副委員長 いろいろと調べてみたんです

が、兵庫県の井戸県知事は次のようにコメント

を出しています。国においては、新制度となっ

ても、問題となる従うべき基準の廃止や権限移

譲に伴う適切な財政措置を図るとともに、さら

なる義務付け・枠付けの見直しや基礎的自治体

への権限移譲を推進していただきたい、こうい

うふうに兵庫県知事はコメントを出しています。

私は、やはり河野知事はもっともっと国に対し

て積極的に意見を、メッセージを発信していっ

たほうがいいと思っているんです。そこをちょっ
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と知事のほうに伝えていただければありがたい

なと思っています。

それとあわせて、第２次一括法は成立したも

のの、国の出先機関の廃止の取り組みはなかな

か進展していないという現状もあって、その中

でも先行３機関に加えて、ハローワークに関し

ては41都道府県が移管を求める特区提案をされ

ておって、８カ月たっても国から何も返答がな

いという、回答がないという状況になっていま

す。あるいは、直轄道路であったり河川であっ

たり、こういった移管が進んでいないという話

もしっかりと国のほうに積極的にメッセージを

出してもらいたいということが１点であります。

それから、事務処理特例に関してなんです

が、15ページに本県における権限移譲の推移が

出ていますけれども、平成20年４月の段階で68

法令で876事務ということで、平成24年４月は、

４年間で18法令、374事務、増加しております。

これも調べさせてもらったんですが、他県との

比較をしたときに、直近の数字は出ておりませ

んでしたけれども、20年４月17日付で地方分権

改革推進委員会の事務局が都道府県から市町村

への権限移譲についての調査結果を発表してい

ます。ここで見ますと、宮崎県は必ずしも市町

村への事務処理特例を使った移譲が進んでいな

い。具体的に言いますと、大体平均値になりま

す。各都道府県ごとの平均移譲法律数がそのと

きは39法令で、宮崎は38でしたから、平均値に

なっているんです。ただ、上位を調べてみます

と、静岡が86法令、突出して多いですね。それ

から、知事の出身の広島が77法令、岩手が第３

位で71法令、これはあくまでも20年度の段階な

んですが、これを勘案した上で、今の進捗状況

は、他県との比較まで統計がとれているかどう

かわかりませんけれども、宮崎は進んでいるか

どうかということはどう判断されておられるん

でしょうか。

○茂総合政策課長 数字のとり方はいろいろあ

りまして、どの事務を１つとして数えるかとい

うことによっても大分違ってくるというのがあ

ります。各県によって状況が違っておりますけ

れども、それにもよりますけれども、九州の中

ではそんなにおくれているほうではないのでは

ないか、中以上ではないかというふうに考えて

おるんですけれども、これについて我々として

は、基礎的自治体であります市町村に可能な限

り権限移譲を進めていきたいというふうに考え

ておりますので、それに沿って今後とも努力を

していきたいというふうには考えております。

先ほどの答弁の訂正をさせていただいてよろ

しいでしょうか。前屋敷委員からあった分につ

いてでございますが、よろしいでしょうか。先

ほど私はちょっと混乱していまして、大変申し

わけありませんでした。資料の13ページをごら

んいただきたいと思うんですが、先ほどお尋ね

いただいたのは、16番の流通業務市街地の整備

に関する法律の話だったと思うんですけれども、

これにつきましては、今回の地域主権改革一括

法により、この法律に基づく事務の一部が、市

に法令移譲されることになったことを受けて、

法令移譲される事務に関連する県の事務につい

て、市の中で手を挙げるところはありませんか

ということでお尋ねしたところが、今回延岡市

が手を挙げられたので、そこに権限を移譲する

という意味でございます。先ほど財源手当のお

話をしましたけれども、この部分についてはあ

くまで事務処理特例条例に関する条例の一部改

正なものですから、権限移譲交付金というのを

県で持っておりまして、それによって交付をす

るという形になります。それと、私が先ほど申
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し上げました附帯決議の話とか、地方交付税云々

といいますのは、私がちょっと誤解しておりま

して、もう一方の国が法律で定めた権限移譲の

ほうです。こちらのほうについては、基本的に

先ほど申し上げましたように地方交付税等で市

町村に措置があるのではないかという意味で、

ちょっと混乱して説明しましたので、大変申し

わけございませんでした。訂正しておわび申し

上げます。

○右松副委員長 先ほどの前屋敷委員への回答

で、財源移譲に関しては適切確実な財源を措置

する法律づけをしているということで承ったん

ですが、市町村からのニーズとのマッチング、

これは県としてしっかりとされているというお

考えでしょうか。

○茂総合政策課長 この事務処理特例に関する

条例の一部改正によります権限移譲につきまし

ては、県内をブロック別に分けまして説明会を

開催しております。これもまめにやっているつ

もりでございますけれども、その中で市町村に

よっては、組織体制の問題、人員体制の問題、

財政的な問題、相当ございますので、私どもと

しては無理強いすることなく、メニューをお示

しして、この中で受けられる事業については可

能な限りお受けいただけないかというお話はし

ているところです。あくまで市町村の自主的な

御判断ということでございます。ただ、以前は、

一括して全市町村に移譲するというやり方を

とっておったんですけれども、それだとなかな

か進まないということもあって、市町村の自主

性を尊重しようということで、いわゆるメニュー

方式という形でやっております。ただ、そうす

ると、隣の町、隣の村で、あるところは役場に

行かないかん、あるところは県の出先に行かな

いかんというようなことで、そういう違いも出

てくるものですから、一定以上移譲が進んだ場

合、半分以上の市町村が移譲を受けたといった

場合には、おたくの市町村でも受けてみません

かとか、そういうような形の働きかけはやって

おりますが、あくまで基本的には各市町村の判

断を尊重しているということでございます。

○鳥飼委員 一つ確認といいますか、一括法で

すが、従うべき基準、標準、参酌すべき基準と

いうのが定められてきていまして、その中で施

行の日からとかいろいろありまして、条例化と

いうことも出てくるわけなんですけれども、今

後のスケジュール―いろんなものがあるから、

茂課長のところではちょっと難しいかもしれま

せんけれども、大まかでいいですからお示しを

いただきたいと思います。

○茂総合政策課長 この基準につきましては、

※原則的には平成25年４月１日から施行というも

のが多いです。中には24年の、要するに来年の

４月１日から施行というものもあります。それ

ぞれについて、その前の年の11月議会あたりで

いろいろ検討していただこうかなというスケ

ジュールで考えております。ちなみに、それか

らいろいろ施行に向けての準備がございます。

いろんな引き継ぎ書、いろいろな関係もござい

ますので、今いろんなマニュアルをつくったり

とか、人員体制、組織体制の整備とかいうこと

もありますので、準備期間を考慮して、その前

の年の11月議会あたりで議論していただいて、

４月からうまくスタートができるようにしたい

という一般的な考え方でございます。

○鳥飼委員 わかりました。いろんな議論がさ

れていくだろうと思うんですけれども、条例化

に当たって、いろんな基準なり考え方とかあり

まして、今まで一括で決まっていたものが独自

※28ページに訂正発言あり
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のということになりますから、地域の実情をしっ

かりと―関係する人たち、市町村、それから

運営している法人の皆さん方とかいうところと

も十分な協議をお願いしておきたいと。茂課長

に言っても一緒かもしれませんけれども、基本

的にはそういうことですから、またそういう会

議がありましたときは、そういうふうに主管課

につないでいただければと思います。よろしく

お願いします。

○茂総合政策課長 ただいまの点は非常に大事

なところだと思っておるんですけれども、基本

的には、審議会でいろいろ議論をしていただく、

あるいは関係団体に意見を聞いていただく、あ

るいは必要であればパブリックコメントをやる、

そういうような形で基準を明らかにしていただ

きたいと。これについては、権限移譲されてい

きますから、裁量の幅が広がりますので、やは

り自己責任という部分、説明責任が問われると

思いますので、そのあたりは十分に議論をして、

本県に合った基準を設定していただきたいとい

うことを各部にはお願いしているところです。

○鳥飼委員 よろしくお願いします。

○外山委員 そのほかでいいですか。２点ほど

お尋ねしたいんですが、きのうの本会議で、あ

る議員が「県民生活部長」という言い方で質問

をされて、私はそのとき気がつかなくて、後で

指摘を受けて、議事録のほうを見てみたら、やっ

ぱり県民生活部長と言っているんです。やっぱ

り県民ときたら、県民生活にいくんですね。い

ろんな人から、それは県民政策部よということ

を言うんですが、ちょこちょこそういうふうに

聞くことがあるんですが、部長、どうですか、

そういう言い方で言われるケースがありますか。

○渡邊県民政策部長 多々ありまして、県の主

な団体の方からも、名刺を渡しても、「県民生活

部長ですか」と言われる。やっぱり今おっしゃっ

たように、県民というと生活というのが非常に

多いです。

○外山委員 県の総合政策をつかさどる部です

から、県民生活という言われ方は余りそぐわな

いと思うんです。名称の変更を含めて、これは

部長に言う話じゃありませんが、どういうふう

に今、思っておられますか。

○渡邊県民政策部長 うちの部は今、総合政策、

総合交通、それから情報、国際、文化、男女共

同参画、きょうも議論になりました。それから

人権ですね。全部、総合的な行政、各部にまた

がる行政が多いんですね。したがいまして、最

近は各県、総合政策部というのが非常に多いん

です。非常に定着してきています。県民政策部

というのは、私は当初から疑問を持っていまし

たけれども、これは総務部が決めることですか

らあれですけれども、私は、やはり総合政策部

とか、そういうふうにはっきりして、やっぱり

今の行政テーマというのは各部にわたるわけで、

このあたりの総合調整機能を強化する必要があ

ると思います。そういう意味でも、はっきり組

織的に総合政策部とか、そういう名称が私はい

いと思っていますし、ぜひ応援をお願いします。

○外山委員 これ以上は部長には言いませんが、

総務部にまた言う前段としてお聞きをしたとこ

ろでした。

もう１点、前この委員会でちょっと言ったか

もわかりませんが、宮崎県の閉塞感をぶち破る

ために、この辺で大きなイベントを県挙げてやっ

ていく必要があるんじゃないかと私は思います。

そういう中で、まさに総合政策をつかさどる県

民政策部がやっぱりまず石を投げないことには、

波紋というか、動きは出てこないわけです。や

るとしたらやっぱり、議会でもずっと出ており
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ますが、宮崎県は天孫降臨の地、この史実に基

づく遺跡、史跡がいっぱいあるわけです。そう

いうものをベースにした大きなイベントを、全

県下を巻き込んでそういうものをやる必要があ

るんじゃないかと思っておりますが、いよいよ

来年度の予算が入る。その辺で何か石を投げる

というか、調査に入る、そういうような必要が

私はあると思うんですが、部長の今の考えをお

聞きします。

○渡邊県民政策部長 来年は古事記編さん1,300

年ということで、きょうも実はこの委員会の前

に部内の関係者を全部集めました。それを記念

したどういう事業展開を来年度やるのか、関係

課を集めまして、１つのチームを組みまして、

今から議論します。そして、早目に、できたら

来年度予算に間に合うような形で、どういうこ

とができるのか、あるいは古事記とか神話にち

なんだいろんな事業が各地域にもあります。そ

ういうものをさらに厚みを持たせたやり方とか、

いろんな展開があるんだろうと思うんですが、

そういうことも検討して、まさにうちの部が総

合調整しながら、全庁的にかかわりますので、

検討していきたいというふうに思っています。

○大脇生活・協働・男女参画課長 男女共同参

画センターの職員数についてお尋ねがありまし

たので、改めてお答えさせていただきます。平

成13年度は職員２名と相談員が３名、この体制

が平成17年度まで続きます。平成18年度に指定

管理者が導入されまして、職員がふえまして、

職員５名、相談員５名、19年度も同じ人数で、20

年度に相談員が１人ふえまして、職員５名、相

談員６名、この体制で現在も続いております。

以上です。

○茂総合政策課長 訂正ばかりで申しわけない

んですけれども、先ほど私、25年４月から原則

的に移譲されるとか、条例化されるというお話

をしましたけれども、基本的には、24年の４月

が原則で、例外的に25年４月というものもある

ということです。ただ、先ほど申し上げました

基準については時間もかかるだろうということ

があって、例外のほうの25年４月１日になって

いるものが結構多いということでございます。

訂正させていただきます。

○山下委員長 よろしいでしょうか。

ないようですので、次に請願の審査に移りま

す。請願について執行部からの説明はございま

せんか。

○日高文化文教・国際課長 特に説明するもの

はございません。

○山下委員長 それでは、委員からの質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないようですね。それでは、以

上をもって県民政策部を終了いたします。執行

部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後０時59分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

○稲用総務部長 よろしくお願いいたします。

本日御審議いただきます議案につきまして、お

手元に配付しております総務政策常任委員会資

料によりまして御説明をさせていただきます。

資料の１ページをお開きください。平成23年

度11月補正予算案の概要についてであります。
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今議会に提出しております予算案は、議案第１

号、第36号及び第40号であります。

まず、議案第１号による補正は、東日本大震

災対策、口蹄疫経済復興対策、及びその他必要

とする経費について措置するものであります。

補正額は、一般会計で45億5,695万4,000円の増

額であります。この補正による一般会計の歳入

財源は、使用料及び手数料が71万1,000円、国庫

支出金31億5,621万3,000円、財産収入１億2,933

万1,000円、寄附金１億円、繰入金９億3,809

万9,000円、諸収入２億円、県債3,260万円となっ

ております。

次に、議案第36号は、国の平成23年度補正予

算第３号の成立、及び公共事業費の国庫補助決

定に伴うもの、並びにその他必要とする経費に

ついて措置するものであります。補正額は、一

般会計で74億6,765万4,000円の増額であります。

この補正による一般会計の歳入財源は、分担金

及び負担金１億3,540万円、国庫支出金36億8,173

万1,000円、繰入金9,604万9,000円、諸収入７

億9,157万4,000円、県債27億6,290万円となって

おります。

続きまして、２ページをお開きください。議

案第40号は、宮崎海区漁業調整委員会委員補欠

選挙に伴う経費について措置するものでありま

す。補正額は、一般会計で1,622万5,000円の増

額であります。この補正による一般会計の歳入

財源は、繰入金の1,622万5,000円となっており

ます。

これらの結果、一般会計の予算の規模は5,963

億9,726万8,000円となります。

３ページをごらんください。一般会計の歳出

の款ごとの内訳であります。まず、議案第１号

でありますが、主なものとしまして、総務費に

つきましては、県内市町村から宮崎県東日本大

震災被災者等支援基金へ拠出を受けたことによ

る基金の積み増しなどを行うものであります。

衛生費につきましては、地域医療再生計画（拡

充分）に伴う地域医療再生基金への積み増しや、

基金を活用した救命救急医療体制の強化などを

行うものであります。また、農林水産業につき

ましては、東日本大震災の被災地への本県農水

産物の提供を継続するほか、口蹄疫経済復興対

策としまして、人工授精の自粛によりバランス

の崩れました子牛市場の出荷時期の平準化や、

養豚農家の経営再開への支援などを行うもので

あります。

次に、議案第36号でありますが、衛生費につ

きましては、災害時の医療体制の整備として災

害拠点病院及びＤＭＡＴの機能強化を図るため

の助成を行うものであります。次の労働費につ

きましては、国の交付金を受け、緊急雇用創出

事業臨時特例基金を積み増しするものでありま

す。次の農林水産業費につきましては、口蹄疫

復興宝くじ収益金の確定に伴い、口蹄疫復興対

策基金への積み増しなどを行うものであります。

また、農林水産業費及び土木費におきましては、

国庫補助決定に伴い、公共事業費を増額するこ

ととしております。

次に、議案第40号でありますが、総務費で、

宮崎海区漁業調整委員会委員に欠員が生じたこ

とからその補欠選挙を行うものであります。

次に、７ページをお開きください。総務部に

おける11月補正の課別集計表でございます。総

務部といたしましては、合計で２億4,558万2,000

円の増額をお願いしております。

補正予算については以上であります。

次に、特別議案について御説明をいたします。

９ページをごらんいただきたいと思います。

議案第５号「議会の議員その他非常勤の職員の
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公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例」についてであります。これは、障害者自

立支援法の一部が改正されたことに伴い、関係

する規定を整備するものであります。

次に、10ページと11ページでございます。議

案第７号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。まず、10ページは、地方自治法の改正

及び地域主権改革第２次一括法の公布に伴い、

当該条例に基づく市町村への権限移譲事務の一

部を削除する必要があることから、所要の改正

を行うものであります。

次に、11ページは、火薬類取締法に基づく知

事の権限に属する事務の一部を取り扱いを希望

する宮崎市に移譲するため、所要の改正を行う

ものであります。

次に、12ページでございます。議案第１号及

び議案第17号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」であります。これは、宮崎県東京学生

寮に係る指定管理者を指定することについて、

地方自治法第244条の２第６項の規定により議会

の議決に付するものであります。

次に、14ページでございます。議案第32号「当

せん金付証票の発売について」であります。こ

れは、平成24年度の全国自治宝くじ及び西日本

宝くじの本県発売金額を定めることについて、

当せん金付証票法第４条第１項の規定により議

会の議決に付するものであります。

特別議案は以上の４件であります。

最後に、その他の報告でありますが、資料の15

ページでございます。本日御報告いたしますの

は、ここに記載しております防災拠点としての

県庁舎のあり方の検討結果について、19ページ

の平成24年度当初予算の要求状況について、22

ページの口蹄疫復興宝くじの収益金についての

３件でございます。

詳細につきましては、それぞれの担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。私からは以上でございます。

○日隈財政課長 今回お願いしております補正

予算の一般会計歳入一覧の関係を御説明したい

と思います。

常任委員会資料の４ページをお開きください。

一般会計歳入一覧という表が置いてあります。

まず、総括の表で御説明したいと思います。議

案第１号とありますのは、今議会の初日、11月25

日に提案させていただいた補正予算のものです。

また、議案第36号及び議案第40号とありますの

は、それぞれ11月30日、12月６日に追加提案さ

せていただいたものであります。

内容について御説明いたします。まず、議案

第１号についてであります。自主財源の区分に

なりますが、使用料及び手数料が71万1,000円、

財産収入が１億2,933万1,000円、寄附金が１億

円、繰入金が９億3,809万9,000円、諸収入が２

億円でございます。依存財源につきましては、

国庫支出金が31億5,621万3,000円、県債が3,260

万円、いずれも増額の補正となっております。

この結果、補正による歳入合計は45億5,695

万4,000円の増額であります。

次に、議案第36号でございます。自主財源の

欄ですけれども、まず分担金及び負担金が１

億3,540万円、繰入金が9,604万9,000円、諸収入

が７億9,157万4,000円でございまして、依存財

源の欄では、国庫支出金が36億8,173万1,000円、

県債が27億6,290万円のいずれも増額でありま

す。この補正によります歳入合計は74億6,765

万4,000円の増額となっております。

次に、議案第40号でございます。この補正の

歳入財源は、全額が自主財源の欄の繰入金1,622
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万5,000円であります。

これらの結果、合計いたしまして、補正後の

額で5,963億9,726万8,000円となります。

次に、５ページをごらんください。ただいま

御説明しました歳入の科目別の概要を詳しく記

載しておりますので、科目順に御説明いたした

いと思います。まず、分担金及び負担金につい

てでございます。議案第36号で先ほど申し上げ

ました１億3,540万円の増額でございますが、こ

れは、各種公共事業費に対する市町村の負担金

でございます。

次に、使用料及び手数料でありますが、議案

第１号で林業技術センターにあります研修室等

の利用の増加によりまして、公有財産使用料が71

万1,000円の増額となったものであります。

次に、財産収入であります。議案第１号で記

載しておりますが、１億2,933万1,000円の増、

これは、フリーウェイ工業団地への企業立地決

定によりまして、土地の売り払い料等の収入の

ものです。

次に、寄附金の欄です。議案第１号におきま

して、宮崎県東日本大震災被災者等支援基金に

対しまして、県内市町村から被災地支援のため

の拠出金１億円を受け入れたものであります。

次に、繰入金の欄です。議案第１号におきま

して、国の経済雇用対策等により積み立ててま

いりました各種基金、また口蹄疫復興対策基金

等を取り崩して各種事業を実施するために財源

としたものであります。金額が９億3,809万9,000

円の増額となっております。次に、議案第36号

で、同じく繰入金の欄ですが、これは、財政調

整積立金から繰り入れまして、また災害時の医

療体制整備の財源として地域医療再生基金の取

り崩し、合計で9,604万9,000円の増額となりま

す。また、議案第40号で、海区漁業調整委員会

委員の補欠選挙実施のために必要な金額1,622

万5,000円について、財政調整積立金を取り崩し

て繰り入れを行うものであります。これらによ

りまして、財政調整積立金については残高が66

億円弱となります。今後、災害の発生等があっ

た場合を考慮しますと厳しい状況かなというふ

うには考えているところです。

次に、諸収入でありますが、まず議案第１号

で２億円の増となっておりますが、これは、河

川災害関連事業に伴いまして、都城市から橋梁

改修について受託―県のほうの事業を行うの

にあわせて市の事業をやってほしいということ

で受け入れて実施するための受託費でございま

す。また、議案第36号で総合農業試験場におけ

る技術試験等の業務を受託しましたことに加え

て、委員会でも御説明しました10月に発売しま

した口蹄疫復興宝くじの収益金が配分されたこ

とによりまして、合計で７億9,157万4,000円の

増額となっております。なお、口蹄疫復興宝く

じの関係は後ほどまた御報告したいと思います。

次に、６ページをお開きください。引き続き

まして、科目で国庫支出金であります。まず、

議案第１号は、本年度に策定しました地域医療

再生計画、拡充分になりますけれども、この計

画に対します交付金を国から受け入れたことな

どによりまして、31億5,621万3,000円の増額と

なっております。また、議案第36号では、国の

補正予算、いわゆる３次補正ですけれども、第

３号の国の補正予算の成立あるいは公共事業費

の国庫補助決定等によりまして受け入れた金

額36億8,173万1,000円の増額となっております。

最後に、県債の欄でございます。公共事業費

等の財源として追加発行を行うものでありまし

て、議案第１号で3,260万円、議案第36号では27

億6,290万円の増額となっております。
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歳入に関しては以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○柳田総務課長 総務課でございます。

議案第１号及び議案第17号の公の施設の指定

管理者の指定について御説明をいたします。

まず、議案第17号「公の指定管理者の指定に

ついて」、宮崎県東京学生寮についてであります。

議案書は89ページになりますが、常任委員会

資料で御説明いたします。委員会資料の12ペー

ジをお開きください。宮崎県東京学生寮の指定

管理者第３期指定につきましては、６月の常任

委員会で募集方針等の概要を御説明したところ

でございますが、第３期の指定管理者を指定す

ることについて、地方自治法及び公の施設に関

する条例の規定により県議会の議決を求めるも

のであります。

まず、１の指定管理者の候補者についてであ

りますが、東京都千代田区に本社を置くジャパ

ンプロテクション株式会社であります。平成18

年度から20年度までの第１期、及び21年度から23

年度までの第２期の指定管理者でもあります。

２の指定期間でありますが、平成24年４月１

日から平成27年３月31日までの３年間となりま

す。

次に、３の指定管理者候補者の選定について

であります。（１）の公募の状況につきましては、

本年７月５日から２カ月間募集を行いまして、

現地説明会には３団体が参加し、最終的には２

団体から応募がありました。

（２）の実施方法等についてでありますが、

申請書類に基づいて１次審査を行った後、指定

管理者候補者選定委員会において各応募者のプ

レゼンテーション及びヒアリングによる２次審

査を実施いたしました。なお、選定委員会の構

成は②のとおりであります。

次に、13ページをごらんください。（３）の選

定基準及び審査項目・配点につきましては、６

月の委員会で説明させていただいたとおり、①

の住民の平等な利用が確保されることなど、５

項目でございます。

次に、（４）の審査結果でございますが、①の

採点結果は、ジャパンプロテクション株式会社

が434.7点で１位となっております。②の選定理

由としましては、事業計画等から施設の運営管

理の能力を有していると認められること、「寮だ

より」の発行、入退室管理システムの運用、寮

生への心のケアに加えまして、今回新たに父母

の会の実施という新たな提案がなされておりま

して、これらが評価されたことによるものであ

ります。

最後に、４の指定管理料についてであります

が、３年間で2,588万9,000円となっております。

なお、今回の指定に伴いまして、債務負担行

為が生じますことから、議案書の７ページに、

議案第１号「平成23年度宮崎県一般会計補正予

算」で債務負担行為の限度額の設定もしており

ますので、あわせてお願いしております。

今後のスケジュールにつきましては、指定管

理者指定の議決をいただきましたら、指定の告

示を行いまして、次年度当初に協定の締結を行

うことにしております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○桑山人事課長 人事課所管の議案について御

説明いたします。

お手元の委員会資料の９ページをごらんくだ

さい。議案第５号「議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例」についてでございます。

１の改正理由でありますけれども、障害者自
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立支援法の一部が改正されたことに伴い、関係

する規定を整備するものでございます。

次に、２の改正の内容でありますが、この条

例の第10条の２の中で、用語の定義といたしま

して、この法律の第５条の項を引用しておりま

す。具体的には、２の（１）の改正条例第１条

のところにありますが、「障害者支援施設」とい

う言葉と「生活介護」という言葉を用いていま

すが、この用語について、それぞれ法律の第５

条の第12項、第６項に定義がされておりますの

で、これを引用しておりますが、今回、法律の

ほうが改正されまして、第４項という項目が入

りました関係で項の番号が後ろにずれますので、

条例の改正を行うということでございます。ま

た、（２）の改正条例の第２条でありますけれど

も、同じ法律の第５条の改正が時期をずらして

もう一回行われておりまして、第８項という項

が削除となります。このため、影響を受けます

障害者支援施設の引用条項の項を１つ前にずら

すということでございます。改正内容は以上で

ございまして、この改正に伴う条例の内容の実

質的な変更はございません。

最後に、３の施行期日でありますけれども、

２の（１）、（２）の改正条例１条、２条、それ

ぞれ法の改正時期に合わせまして施行すること

にしております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○日隈財政課長 続きまして、財政課関係の議

案について御説明したいと思います。

まず、議案第１号について御説明したいと思

うんですが、別冊の資料で平成23年度11月補正

歳出予算説明資料をお願いいたします。この資

料の３ページをお開きください。財政課の11月

補正予算は、１億2,609万1,000円の増額をお願

いしております。この結果、補正後の予算額

は1,011億5,436万6,000円となります。

５ページをお開きください。補正予算の内容

について御説明申し上げます。（目）財産管理費

の（事項）県有施設維持整備基金積立金であり

ます。これは、県有施設維持整備基金という特

定目的の基金がありますけれども、この基金に

先ほど御説明しました１億2,609万1,000円の追

加積み立てを行うものであります。第１号補正

で先ほど歳入で御説明しました財産収入、フリー

ウェイ工業団地の用地売却等がありましたので、

その剰余金につきまして、県有施設の基金に積

み立てるというものであります。

もう一つ議案がございます。議案第32号です

けれども、委員会資料の14ページにお戻りくだ

さい。本来、議案書のほうで御説明するんです

けれども―議案書では121ページになりますが

―説明は委員会資料でさせていただきたいと

思います。議案第32号「当せん金付証票の発売

について」でございます。これは、平成24年度、

来年度に予定しております全国自治宝くじ及び

西日本宝くじの本県の発売金額を定めるに当た

りまして、当せん金付証票法という法律がある

んですが、この第４条第１項の規定に基づきま

して、議会の議決に付するものであります。こ

れにより平成24年度の本県の宝くじの発売額は、

前年度と同額になりますが、106億6,000万円以

内とするものであります。

以上であります。どうぞよろしくお願いいた

します。

○鈴木市町村課長 市町村課の11月補正歳出予

算につきまして御説明いたします。

お手元に歳出予算説明資料（議案第40号）が

配付されていると思いますが、３ページをお開

きいただきたいと存じます。市町村課の補正予
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算につきましては、1,622万5,000円の増額をお

願いしております。この結果、補正後の予算額

は30億336万3,000円ということになります。

補正内容につきまして御説明いたします。５

ページをごらんいただきたいと存じます。（目）

海区漁業調整委員会委員選挙費、（事項）海区漁

業 調 整委 員会 委員 選挙 執行 費で ござ いま

す。1,622万5,000円の増額をお願いしておりま

すけれども、これは、海区漁業調整委員会委員

に欠員が生じたため、委員の補欠選挙を執行す

る必要がございまして、これに要する経費でご

ざいます。

詳細につきまして、お手元の総務政策常任委

員会資料で御説明いたしますので、資料の８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。まず、１

の補正の理由についてでございます。去る11月27

日、宮崎海区漁業調整委員会委員に死亡による

１名の欠員が生じましたことから、漁業法第93

条第２項の規定による補欠選挙を執行するため

の経費をお願いするものでございます。

次に、２の選挙の概要でございます。（１）の

とおり、海区漁業調整委員会は、漁民委員、学

識経験委員、公益代表委員、計15名で構成され

ておりまして、漁民委員につきましては、選挙

で選出するということになっておりまして、こ

の委員に１名欠員が生じているということで、

今回、選挙が必要であるということでございま

す。（２）の選挙区についてでございます。海区

に沿う５市５町、宮崎市から門川町まで記載し

ておりますけれども、全区域が１つの選挙区と

なっております。（３）の選挙権を有する者でご

ざいますけれども、海区に沿う市町に住所また

は事業場を有して、１年90日以上漁船を使用す

る漁業を営み、またはこれに従事する者となっ

ておりまして、（４）の選挙人名簿登録者数は、

平成22年12月５日現在で5,810人となっておりま

す。

次に、３の補正予算額でございますけれども、

選挙執行費として1,622万5,000円でございます。

その内訳といたしまして、投票用紙等の印刷や

資材購入などで県が執行する経費が316万7,000

円、投・開票所経費、事務費として市と町へ交

付する交付金が1,305万8,000円でございます。

なお、選挙期日につきましては、来年１月10

日告示、１月19日（木）に投票を予定しており

ます。

歳出予算の説明は以上でございます。

続きまして、常任委員会資料の10ページをお

開きいただきたいと思います。議案第７号「宮

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」でございます。県では、住

民に身近な行政サービスはできる限り住民に身

近な市町村で担うということを基本にしており

まして、市町村への権限移譲を推進していると

ころでございます。今回、地方自治法の改正及

び地域主権改革第２次一括法の公布に伴いまし

て、当該条例に基づく市町村への権限移譲事務

の一部を削除する必要があることから、所要の

改正を行うものでございます。

まず、１の財産区に関する事務についてでご

ざいます。（１）の改正理由としましては、地方

自治法の改正に伴いまして、財産区の財産処分

等の知事に対する協議義務が廃止されたことに

よりまして、当該条例に基づく権限事務から削

除するものでございます。なお、県内の財産区

は現在、宮崎市大字折生迫財産区が１つござい

ます。続きまして、（２）の削除される事務の内

容についてでございます。財産区の財産処分に

係る協議及び同意に関する事務と、財産区の住

民に対して不均一課税等をする場合の協議及び
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同意に関する事務の２つでございます。（３）の

施行期日につきましては、改正条例公布の日と

しております。

続きまして、２の町・字の区域の変更等に関

する事務でございます。（１）の改正の理由とし

ましては、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律、いわゆる地域主権改革第２次一括

法の公布に伴いまして、地方自治法に基づく町

または字の区域の変更等に関する事務が県から

市町村に法令移譲されるため、当該条例に基づ

く移譲事務から削除するものでございます。

（２）の削除される事務の内容につきましては、

市町村区域内の町または字の区域の変更等に係

る届け出の受理に関する事務と、この事務に係

る告示に関する事務の２つでございます。現在、

当該条例に基づきまして、既に18の市町に権限

移譲しておりますが、今回の改正に伴いまして、

すべての市町村で自治事務として取り扱うこと

になります。（３）の施行期日につきましては、

平成24年４月１日としております。

市町村課の説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○金井危機管理課長 危機管理課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

平成23年度11月補正歳出予算説明資料の７

ページをお開きください。危機管理課の補正額

は１億326万6,000円の増額でありまして、補正

後の額は19億7,217万8,000円でございます。

９ページをお開きください。（事項）防災対策

費１億円の増額でありますが、これは、宮崎県

東日本大震災被災者等支援基金設置事業１億円

の増額であります。これは、ことしの６月補正

で予算化して設置いたしました同基金に対しま

して、10月に県内の市町村からまとまった額の

寄附の申し出がなされたところであり、当該寄

附金を基金に繰り入れるために補正を行うもの

でございます。

次に、（事項）国民保護推進事業費326万6,000

円の増額でありますが、これは、説明欄にあり

ますように、武力攻撃事態などにおける国民の

保護の推進に要する経費でありまして、具体的

には国民保護訓練の実施に要する経費でござい

ます。国民保護訓練につきましては、国との共

同訓練として、国―消防庁でございますが、10

分の10の交付金により実施いたしますが、先般、

交付決定がなされたことに伴いまして、計上し

ているものであります。具体的な訓練内容につ

きましては、現在、消防庁や警察、自衛隊など

の関係機関と調整しているところでありますが、

現段階では、来年１月下旬に県庁を会場として

国民保護対策本部の運営などを行います図上訓

練として実施する予定であります。今後、訓練

の詳細が決定しました段階で委員の皆様方にも

御案内を差し上げたいと考えておりますので、

当日御参観いただければと考えております。

私からは以上であります。よろしくお願いい

たします。

○山之内消防保安課長 消防保安課でございま

す。

常任委員会資料に返っていただきまして、11

ページをお願いしたいと思います。議案第７号

「宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例」についてであります。

１の改正理由についてでありますが、火薬類

取締法などに関する事務につきまして、希望い

たします宮崎市に権限を移譲するため、所要の

改正を行うものであります。

次に、２の改正内容（権限移譲する事務）に

ついてでありますが、（１）の火薬類取締法に関
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する事務についてでございます。打ち上げ花火

の製造、工事現場の発破作業に使用しますダイ

ナマイトなどの火薬類の販売営業、また火薬類

を貯蔵するための火薬庫の設置、こういったこ

とを行おうとする者からの申請等に対しまして

の許可に関する事務など、50の事務でございま

す。

次に、（２）の火薬類取締法施行令に関する事

務についてでありますが、工事現場の発破作業

に必要なダイナマイトなどの火薬類を販売店か

ら購入するときに必要な譲受許可証や、発破作

業が終了して余りましたダイナマイトなどの火

薬類を販売店に返却するための譲渡許可証、こ

れらの返納を譲り受けや譲り渡しの終了後に受

理をする事務でございます。

次に、（３）の火薬類取締法施行規則に関する

事務についてでありますが、打ち上げ花火の製

造施設や火薬庫が基準どおりに完成しているこ

とを証明する完成検査証の交付や、年１回実施

いたします保安検査の結果、製造施設や火薬庫

が基準どおりに維持されていることを証明する

保安検査証の交付など、７つの事務でございま

す。

３の施行期日でありますが、平成24年４月１

日としております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いします。

○山下委員長 以上で執行部の説明が終了いた

しました。議案について質疑はありませんか。

○鳥飼委員 まず、歳入からお尋ねします。先

ほどの説明のところ、委員会資料では５ページ

になるかと思います。財産収入のところですけ

れども、フリーウェイ工業団地売却と財産貸付

収入、ちょっと少ないんですが、156万円という

ので、１億2,933万1,000円ということになって

いるんですけれども、土地開発公社が土地を造

成して、資金を入れて、土地開発公社には迷惑

はかけないということで、ようやく売れた部分

だろうと思うんです。結果的に１億2,777万1,000

円が県の金庫に入るということだろうと思うん

ですけれども、そのあたりの経緯を含めて御説

明をお願いいたします。

○日隈財政課長 売却の関係の議案については

もう一つ別に議案がありまして、商工建設常任

委員会のほうで今、審議をしていただいており

ます。経緯について私のほうから概要というこ

とで御説明したいと思います。今、鳥飼委員か

らございましたとおり、従前、フリーウェイ工

業団地については土地開発公社のほうで所有し

ておりまして、企業立地等に伴って売却を行っ

ていくということで対応してまいりましたけれ

ども、土地開発公社が廃止ということになりま

したので、フリーウェイ工業団地の工業用地に

つきましては、県のほうで昨年度の予算で買い

取りまして、土地開発公社で対応していただい

ていたものを一応県のほうに引き受けまして、

一たん買い取りを行っております。所管は商工

観光労働部になりますけれども、県の所有地と

いうことになっております。

経緯ということで、多分、評価の関係も含め

てということだろうと思いますけれども、当初、

造成した時点では今より恐らく３倍ぐらいのお

値段じゃなかったかと思います。買い取りまし

て、再度、不動産鑑定しまして、評価し直しま

して、おおむね３分の１程度だろうと思います

けれども、価格を下げまして、現在、土地の販

売というか、企業誘致に努めているというとこ

ろであります。今回は四位農園さんが一番大き

いんですけれども、もう一つ小さいのでミート

インフォメーションネットワークというのもご
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ざいまして、両方合わせて１億2,777万1,000円

ということでございます。四位農園さんの調印

に基づきまして、仮契約で１億1,000万円余の売

却ということで、これは財産の売り渡しの関係

が大規模になりますので、今、議案ということ

で、先ほど申し上げたとおり、今回の議会に付

しているところです。したがいまして、議会の

議決が得られてから正式に売り払いということ

で入ってきますけれども、それまでの間は貸し

付けを行っておりまして、その分が、ここの記

載で財産貸付収入156万というのは、同じく四位

農園さんに現在貸している形になっております。

以上です。

○鳥飼委員 わかりました。あと数区画残って

いますね。これは29億か何かで土地開発公社か

ら買った、１年か２年ぐらい前だったと思うん

ですけれども、買った分ですが、あと残ってい

る区画を単純にこれで売れたと仮定したときに、

今、資料がなければいいんですけれども、大体

どれぐらい歳入として入ってくる予定でしょう

か。

○日隈財政課長 正確な数字は私、お答えでき

ませんが、先ほど申し上げたとおり、約３分の

１で計算しますと、鳥飼委員おっしゃったとお

り、当初の金額が大体28億ぐらいだったと思い

ますので、３分の１ぐらいだとすると10億程度

ということで、売れた分を除きますと恐らく５

億から７～８億ぐらいの金額―全部売れたら、

今の価格で売れたらそれぐらいの金額なのかな

と思います。

○鳥飼委員 ややこしい質問をしまして済みま

せん。ありがとうございました。

では、歳出をお尋ねしたいと思いますが、財

政課のところから、県有施設維持整備基金の積

み立てということで、フリーウェイ工業団地の

剰余金というような御説明があったと思います。

１億2,609万円ということで、補正後の額は１

億2,819万ということで、ほとんど積立金はない

現状なんですけれども、そもそも県有施設維持

整備基金積立金、整備基金の目的はどのような

ものであるのか御説明をお願いいたします。

○日隈財政課長 まず、県有施設維持整備基金

の関係ですけれども、この基金は、全く新しく

建てる庁舎関係とか、いわゆる県有施設の関係

に使うものではなくて、現在あるものを建てか

えるであるとか、維持補修とか、そういった整

備経費に充てるための基金であります。性質的

なものとして、そういう基金でありまして、今

回、今申し上げたとおり、財産収入が１億2,900

万余ございました。この中から第１号補正予算

で必要となりました一般財源が300数十万かかり

まして、残ったお金が１億2,600万余ということ

でありましたので、同じ県有資産であるという

ことで、この分は県有施設維持整備基金の積み

立てとさせていただいたところであります。今

後とも、防災対策の観点等から多額の維持整備

経費がかかるものと考えておりますので、そう

いった経費に充当させていただきたいというふ

うに考えております。

○鳥飼委員 財政課長としては、どれぐらい積

み立てておれば大丈夫かなというのは何かござ

いますか。

○日隈財政課長 個人的に言えば、建物がかな

り老朽化してきておりますので、何ぼあっても

いいんですけれども、幾らというめどはござい

ません。

○鳥飼委員 わかりました。

それでは、その他の議案のところでお尋ねを

したいと思います。まず、順番にいきますが、

消防保安課で御説明いただいたんですけれども、
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今度、事務処理の特例に関する条例の一部改正

条例で宮崎市に権限移譲をということでありま

す。権限移譲交付金について少額過ぎるんじゃ

ないかとかいろいろあったり、意見があってい

るんですけれども、もし資料を手持ちでしたら、

例えば高い花火の製造の許可に関する事務とい

うのがありますね。この製造許可の事務そのも

のは、これまでは県がやっているわけですけれ

ども、簡単でいいですけれども、どのような事

務なのか、交付金はどれぐらい―宮崎市とし

てはこの事務を受ければ、50事務と７事務とあ

るんですけれども、１事務当たり、例えば花火

の製造許可に関する事務では１件当たり2,500円

とか、そういう額で積み上げるということにな

るだろうと思うんですけれども、もしおわかり

でしたら。

○山之内消防保安課長 ただいま御質問ありま

した件で、例えばここで言います煙火の製造の

許可、これに関しましては、宮崎市が担当にな

りますと、申請者のほうから手数料を徴収する

ということになっておりまして、国の政令のほ

うで標準額が定まっております。これによりま

すと、手数料が※26万1,000円だと思います。完

成検査も伴いますが、すべての事務をしたとき

にこれだけの手数料が入ってくるというような

ことかと思います。

それと、今の御質問の件で、例えば宮崎市に

権限移譲しますけれども、50事務が対象となる

んですけれども、すべての事務が現実に発生す

るということは、なかなかそういうわけではご

ざいません。22年度の例でいきますと、宮崎市

が仮に権限移譲を受けていたとすればどれぐら

いの事務が発生したかとしますと、火薬類の譲

受許可というのがございまして、宮崎市で16件

あったということでございます。50事務移譲し

ていても、現実には宮崎市で16件あったという

ことでございます。そして、これにつきまして

は、それぞれ手数料がございますので、仮にこ

の実績でいきますと、10万1,400円の手数料収入

となるということでございます。加えて言いま

すと、御案内のように、権限移譲交付金がござ

いますので、例えば仮に来年移譲しますと、１

万円の均等割交付金と初年度のみ準備交付金が

１万円というような歳入になってくるというこ

とでございます。以上でございます。

○鳥飼委員 ちょっと長くなるかもしれません

ので、このぐらいで終わりたいと思います。

次に、公の施設の指定管理者の指定について

ということでお尋ねをします。東京学生寮のジャ

パンプロテクション株式会社、髙山さんは日南

市出身の方だったと思うんですが、現地説明会

には３団体、応募団体数が２団体ということな

んですけれども、どういう方たちが現地説明会

に来られたのか、そして応募団体のもう１団体

はどういう団体なのかということの御説明をお

願いいたします。

○柳田総務課長 現地説明会を７月22日に行い

ました。その際に３団体が来ておりまして、１

つがジャパンプロテクションで、あと２団体、

１団体が総合ビルメンテナンスの会社、もう１

つが企業の福利厚生の管理を行う会社というこ

とで、３団体が参加をされております。その後、

応募されたのが、ジャパンプロテクションとも

う１社の総合ビルメンテナンスの会社というこ

とになっております。

○山之内消防保安課長 先ほどの回答で１点訂

正させていただきたいと思います。施設の製造

の許可の件で金額の件でございましたが、先ほ

ど私は答えました金額はダイナマイト等の製造

※このページ右段に訂正発言あり
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の話でございまして、花火等につきましては、

手数料22万円に訂正させていただきます。

○鳥飼委員 わかりました。いずれにしても、

これは宮崎市が希望したものでしょうけれども、

危険物を扱う業ですから、どこでもここでもと

いうわけにはいかんと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

学生寮に戻りますが、この中で、県民政策部

でもお話をしたんですが、東京学生寮ですから、

東京にあるから県外の業者の人がということに

ならざるを得ないと思うんですけれども、基本

的に公の施設の指定管理、ここに手を挙げる

―先ほどの男女共同参画センターについても

鹿児島の業者が現説に来ていたということで、

結局、男女共同参画推進機構が１者だけという

ことだったんですけれども、県内に今、100ぐら

い指定管理がありますね。県外の業者の人たち

が手を挙げてくるということも十分考えられる

んですけれども、そのときに対する、宮崎県と

して県内業者を育成するという考え方で選定基

準や審査項目や募集基準、そういうところでの

差というものが設けられているのか、お尋ねし

たいと思います。

○大坪行政経営課長 指定管理者全般に関する

ことですので、私のほうからお答えさせていた

だきますが、この制度を導入する前の平成17年

３月に、県のほうで指定管理者制度の導入に関

する指針というものを作成いたしております。

その中で、資格要件の標準例といたしまして、

宮崎県内に事業所もしくは事務所を有するとか、

あるいは設置しようとする法人、そんなふうな

標準例を示しまして、それぞれの指定管理者を

所管するところでどのような具体的な要件設定

するかというのを検討していただいております。

実際にそれぞれどんなふうな評価をするかとい

うことに関しましては、それぞれ施設ごとに選

定委員会を設置しまして、その選定委員会の中

でいろいろ具体的な項目に関してどんなふうな

点数配分をするとかいうのを定めております。

ただ、委員がおっしゃいましたように、県内に

本店を持っているからどうのとか、県内に営業

所しかないからどうのとか、そういうことでの

点数上の差というのは現状ではございません。

○鳥飼委員 そこで、行政の外部化というのが

かなり進んできているんですけれども、それに

予算もかなり割かれている現状があります。本

会議でも議論いたしましたけれども、地域経済

循環システム、総論は賛成ですよと、しかし実

態は違いますよということでは困ると思うんで

す。今の行政経営課長の御説明をお聞きします

と、それでの区分というのがほとんどない状況

だと思うんです。そうすると、参入はどちらか

といえばほとんど自由になっているんではない

かということで―今のところ県外の業者がと

いうのは、東京学生寮は東京にありますからや

むを得ないと思うんですけれども、ほとんど県

内の事業者ということになっているんですが

―そういう地域経済循環システムという考え

方に沿った取り決めなりを、内部の事務の進め

方なりを定めていくべきじゃないかなと思うん

ですが、その辺の御意見をお尋ねしたいと思い

ます。

○大坪行政経営課長 それこそ県内にある公の

施設ですから、県内の業者がとるということは

一つ重要な視点だろうと思います。ただ一方で

は、やはり公正な競争といいますか、よりよい

施設の維持管理をしていただく、運営をしてい

ただくという観点からいいますと、県内に本店

を持っている業者に限定をするというところま

ではどうかなという感じがいたしておりますの
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で、今、標準的に示していますように、県内に

事業所もしくは事務所を有するということで対

応はできるんじゃないかなというふうに考えて

いるところでございます。参考までに、今回、

東京学生寮だけは東京に本社を持つ業者ですけ

れども、そのほかの指定管理施設につきまして

は、現状ではすべて県内に本店を持つ会社とい

うことになっております。

○鳥飼委員 建前はそういうことでやってきて、

実態的にもなっているからまだ今はいいと思う

んですけれども、やはり公正公平なということ

で、それを前面に押し出していくと、結局、県

内の業者は非常に少なくなって、いなくなって

くるという空洞化を招くおそれもあるわけです

から、行政経営課のほうで担当しておられると

ころですから、そこは十分議論しておいていた

だきたいと思うんです。

そして、もう一つは、これまでも何回も申し

上げてきましたけれども、県の行政施策として

やってきたことを指定管理者制度にのっけてい

くという事業もあるわけですね。県の行政を推

進するためにそういう団体を県がリードしてつ

くったわけですから、直営に戻すこともあり得

る、指定管理者を続けることもあり得るという

ことで、取り扱いがそういうふうにしてできて

いくような方策を考えておかないと、いざとなっ

たときに困るんじゃないかなと思うんです。私

がよく例に出すのは―芸術劇場が指定管理者

になったときに、県内の働く人を使うでしょう

ということで、吉本興業が手を挙げたら吉本興

業にやらせますかと。それはやはりおかしいん

じゃないですかということで、そういう定めな

り取り決めなりを定めておくべきじゃないかと

いう問題提起を当初からこれまでもしてきてい

るんです。

自動販売機のことを本会議で申し上げました

けれども、総論的にはそういうことであっても、

実態的には中身は違うようになっているんです。

自動販売機のことでいえば、県内の業者の枠を

つくっていますよというようなことを挙げて

言っておられますけれども、県内業者の中で扱っ

ているところは、例えば大手のビール会社であっ

たりとか、お茶の会社であったりというところ

が入ってきているということで、実態的にはそ

ういうふうになっていない部分もあるわけです。

ですから、後になってこれはというようなこと

にならないように、十分その議論をしておいて

いただきたいというふうに思いますので、そこ

はよろしくお願いしたいと思います。以上です。

○宮原委員 宮崎海区漁業調整委員会委員補欠

選挙に係る予算ということで、金額としてはこ

こに挙げてあるんですけれども、１名欠員とい

うことでも補欠選挙をやらなければならないん

ですか。

○鈴木市町村課長 通常、選挙で選ばれますの

で、法定得票数を獲得された次点の方がいらっ

しゃった場合、こういう場合については繰り上

げということで選挙はないんですけれども、た

またま海区漁業調整委員会の選挙がずっと無投

票ということになっていたものですから、次点

の方がいらっしゃらないということで、欠員が

あるということで今回選挙するということでご

ざいます。

○宮原委員 選挙区が、書いてあるような大変

広い選挙区になりますけれども、選挙区を分け

るとかということではないんですか。そういう

ところもあるんですか。

○鈴木市町村課長 漁民代表者の委員は10市町

を１区としまして、そこで選挙を行うというこ

とになっておりますが、実態的には、委員の中
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身を見ますと、それぞれ地域ごとに出られるよ

うな状況になっているという状況でございます。

○宮原委員 わかりました。

○前屋敷委員 歳入の関係ですけれども、議案

第１号の中の寄附金のところですが、市町村か

らの寄附金ということで基金に積み立てるとい

うことになっているんですけれども、１億円と

いうことなんですが、これは宝くじの市町村の

積み立ての中から出ているという内容ですか。

○金井危機管理課長 寄附金につきましては、

東日本大震災被災者支援基金の中の一部という

ことで、市長会、町村会、ここから合わせて１

億円をこの基金の中にいただいているというと

ころでございます。

○前屋敷委員 基金に積み増しするのはいいん

ですけれども、原資の出どころといいますか、

その辺のところの御説明をお願いします。

○鈴木市町村課長 今回の寄附金の１億円につ

きましては、東日本大震災が発生して県も基金

をつくったり、ＮＰＯがボランティアをやった

りということで、県民総力戦といいますか、民

間の方の寄附金も１億円近く基金のほうにいた

だいておりますので、県と市町村も一体となっ

て連携しましょうということでお願いした経緯

がございます。そこで、県内26市町村ございま

すけれども、財源をどういう形で捻出するかと

いうことになりますと、例えば各市町村ごとで

人口も違いますし、財政力も違います。そうし

た中で一番いいのは、市町村振興協会に宝くじ

の益金を受けた基金がございますので、そこか

ら１億円、県のほうに寄附したほうがいいんじゃ

ないかという市長会、町村会の合意がございま

して、今回、市町村という26団体をまとめて基

金のほうに１億円寄附をいただいたという経緯

でございます。

○前屋敷委員 振興協会は性質上そういうのが

できるのかどうか。

○鈴木市町村課長 公益財団法人宮崎県市町村

振興協会ですが、ここは従来、市町村が行う公

共施設等の整備や県内の災害対策、そういう事

業の資金の貸し付け、職員の研修等をやってお

ります。今回の東日本大震災ということに対す

る事業については定款上、明確な規定はないん

ですけれども、その他必要な事項という中で、

今回、東日本の被災者の方々に市町村みずから

何か手だてなり支援をしたいという思いがあり

まして、市長会、町村会からの要望に基づきま

して、振興協会が今回拠出する運びになったと

いうことでございます。

○前屋敷委員 市町村も含めての合意を得て進

めたということですね。

○鈴木市町村課長 そのとおりでございます。

○前屋敷委員 もう一ついいですか。第７号、

事務処理の特例に関する条例ですけれども、財

産区に関する事務で先ほど事務の移譲のところ

で、財産区というと宮崎市の折生迫の財産区と

いうことでしたが、県内ではここ１件だけとさっ

きお話しになった―ここだけですかね。

○鈴木市町村課長 ここにつきましては、宮崎

市の折生迫財産区１件のみでございます。

○前屋敷委員 県の権限から外れて、これは宮

崎市がすべて取り計らうということになるわけ

ですね。

○鈴木市町村課長 これは権限移譲を既に特例

条例の規定で移譲しておりますけれども、今回、

法律の改正によりまして、そういう県の関与が

削除されるということで、実態は変わりません。

○前屋敷委員 わかりました。

○右松副委員長 資料５ページですが、財政調

整積立金を繰り入れ等しておりまして、財政課
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長のお話で今、残高が66億円というふうな話が

ございました。財政関連２基金で―県債管理

基金の現在の残高を教えてください。

○日隈財政課長 今回、３つの補正がございま

したけれども、現計としまして、補正予算を入

れ込んで財政調整積立金の残高が65億7,704万円

でございます。県債管理基金が319億1,079

万1,000円、財政２基金合計で384億8,783万1,000

円の予定でございます。

○右松副委員長 わかりました。

○山下委員長 なければ報告事項に入りたいと

思いますが、よろしいですか。

それでは、その他報告事項に関する説明を求

めます。

○柳田総務課長 それでは、常任委員会資料の15

ページをお開きください。防災拠点としての県

庁舎のあり方の検討結果について御報告させて

いただきます。また、別冊で報告書を配付させ

ていただいておりますので、あわせてごらんく

ださい。この報告書は、庁内の関係課長で構成

する検討委員会で調査検討を行った結果を取り

まとめたものでございます。

まず、１の災害時における活動体制について

であります。（１）の災害対策本部の設置と組織

ですが、災害対策本部の組織は、宮崎県地域防

災計画に基づき、知事を本部長として全庁挙げ

た編成を行うこととされております。また、（２）

の災害対策本部の設置場所につきましては、危

機管理局が入居する県庁１号館に設置すること

とされております。

次に、２の災害対策本部が置かれる１号館の

現状と課題であります。（１）の建物の老朽化・

耐震性能の状況ですが、まず現状につきまして

は、災害対策本部が置かれる１号館は築後49年

を経過しており、柱やはりの構造体や電力や給

排水の設備機器などの老朽化が進んでおります。

また、耐震性能につきましては、耐震補強によ

りまして建築基準法に基づく耐震性能は確保さ

れておりますが、震度６強もしくはそれ以上の

大地震が発生した場合、倒壊する危険性は低い

ものの、ひび割れ等によりまして業務での使用

が困難となる事態が懸念されております。次に、

課題でありますが、国土交通省の官庁施設の総

合耐震計画基準によりますと、災害対策の指揮、

応急活動に必要な施設のうち、災害拠点となる

中核的施設につきましては、Ⅰ類の分類で一般

官庁施設の1.50倍の耐震性能が必要とされてお

ります。これは、大地震動後に柱やはりなどの

構造体の補修をすることなく執務室として使用

できる耐震性能ということであります。

次に、16ページをお開きください。（２）の災

害対策の活動スペースや設備の不足であります。

まず、現状につきましては、１号館は各階のフ

ロアが狭いため、災害対策関係諸室の床面積が

十分でないという問題があります。下の表をご

らんいただきますと、現状でスペースが不足し

ている災害対策関係の諸室は、例えば知事や各

部局長が参集する災害対策本部会議室ですが、

現状は50平方メートルですが、必要面積は250平

方メートルで、不足面積が200平方メートルとな

ります。また、関係機関調整会議室等の諸室が

整備されていないことに加えまして、大規模受

水槽や汚水槽等の整備も未整備の状況でありま

す。こうしたことから、課題としましては、未

整備の会議室を初め、十分な活動スペースを確

保するとともに、大規模受水槽等の設備の確保

が求められております。

次に、（３）の災害対策関係部署の分散化であ

ります。現状につきましては、危機管理局や県

土整備部は１号館に配置されていますが、知事
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の執務室を初め、県民政策部や総務部は本館に

配置されておりまして、災害応急や復旧・復興

の対策を所管する部局が分散化しております。

こうしたことから、課題につきましては、防災

拠点としての機能を発揮するためには、これら

の部署等を可能な限り同じ庁舎内に集約配置す

ることが求められております。

次に、17ページをごらんください。３の先進

県の防災拠点となる庁舎整備の状況であります。

今回、建設済みの栃木県と建設中の山梨県、長

崎県の現地調査等を行い、その結果を取りまと

めました。概要につきましては、表のとおりで

あります。（１）の建物の耐震性能の状況であり

ますが、新庁舎につきましては、計画段階も含

めまして、３県とも通常の1.5倍の耐震性能を有

しております。（２）の災害対策の活動スペース

や設備の状況でありますが、栃木県は災害対策

関係諸室を８階の同一フロアに集中配置してお

りまして、山梨県、長崎県も集中配置する予定

であります。また、３県とも屋上ヘリポートや

非常用汚水槽等を整備済みまたは整備予定であ

ります。（３）の災害対策関連部署の配置状況で

ありますが、栃木県、長崎県は、行政棟に災害

対策関連部署を初め全部署が入居または入居予

定であります。また、山梨県も、防災新館に災

害対策本部に加えまして県土整備部の治水課、

砂防課等の部署が入居する予定であります。

次に、18ページをお開きください。４の防災

拠点の整備方策の検討であります。防災拠点と

して必要な機能及び先進県の状況を踏まえまし

て、検討を行いました。まず、（１）の１号館の

耐震補強についてでありますが、防災拠点とし

て通常の1.5倍の耐震性能を確保するためには、

耐震壁や耐震ブレス（筋交い）を各所に入れる

必要がありますので、執務室が狭くなったり、

執務室としての使用ができなくなる可能性があ

ります。また、老朽化した電気・機械等の設備

の大規模かつ抜本的な改修や更新等が必要とな

ります。

次に、（２）の他の庁舎への移転についてであ

りますが、本館や３号館、４号館等への移転の

検討を行った結果、次のような３つの問題点が

ありました。①は、いずれも防災拠点として必

要な通常の1.5倍の耐震性能を有しておらず、耐

震補強が必要であります。また、②は、１号館

より床面積が小さいため、危機管理局や県土整

備部等のスペースが確保できないことでありま

す。さらに、③は、災害対策関連部署や県民政

策部、総務部が移転前と同様に分散化し、問題

を解消できないことであります。

これらを踏まえまして、検討結果として（３）

の検討委員会としての案を出しております。総

合的に判断しますと、新たな負担は生じるもの

の、災害時において県民の生活や財産を守るた

めには、十分な耐震性能を有し、災害応急対策

や復旧・復興対策を円滑に実施できる防災拠点

施設を新たに整備することが適当であるという

ことであります。また、想定される建設場所に

つきましては、できるだけ早期に防災拠点を整

備する必要があることなどから、用地取得を伴

わない本庁域の敷地が望ましいということであ

ります。具体的には、外来者第１駐車場敷地や

旧自治学院跡地が候補地として想定されます。

さらに、施設規模につきましては、入居部署と

しては危機管理局や県土整備部に加えまして、

知事の執務室や県民政策部、総務部が想定され

ます。また、階層につきましては、航空法によ

る建物の高さ制限、53メートルというのがござ

います。こういったものを考慮しますと、地上12

階程度が上限として考えられます。以上のこと
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を考慮しますと、約２万平方メートルの延べ床

面積が必要になると考えられます。

最後に、５の今後の取り組みについてであり

ます。この防災拠点施設の具体的な内容につき

ましては、今後、民間の有識者等を含む検討委

員会を設置いたしまして、調査、検討を行う必

要があると考えております。

説明は以上であります。

○日隈財政課長 財政課からは２点御報告させ

ていただきたいと思います。

引き続きまして、委員会資料の19ページをお

開きください。１点目が平成24年度当初予算（一

般会計）の要求状況についてでございます。予

算編成過程の公表ということで、昨年度、事務

事業の見直し状況について、予算要求の段階で

前倒ししまして、公表させていただいたところ

でありますけれども、今回、これまで２月上旬

に、当初予算編成後に２月に公表しておりまし

た一般会計に係る当初予算の要求状況というタ

イトルで３つの内容―19ページにあります部

局別の要求状況、20ページにあります２の款別

要求状況、21ページの３の性質別要求状況とい

う３つの項目―でまとめまして公表しました

ので、報告いたしたいと思います。

それぞれの表におきましては、Ａの欄に平成24

年度、来年度の当初予算の要求額、Ｂの欄に23

年度６月補正後、いわゆる肉付け予算、本格予

算の額、そして右端の欄に対前年度比というこ

とで、一番下に合計を記載しております。現時

点では、本年６月補正後の予算額と比較しまし

て、各部局からの、例えば１の部局別で申し上

げると95.7％の要求となっているところです。

なお、昨年度の予算編成の作業の中でこの時点

の額ということで２月に公表していたのでは、

要求段階では89.5％ということでありまして、

今年度６％ぐらいふえているような形になって

おります。

なお、この数値はあくまでも現時点の要求状

況でございまして、表の下の欄に米印で１と書

いてあるんですが、まず①として、国の平成24

年度予算の概算要求組み替え基準で示されまし

た「日本再生重点化措置」―首相特別枠みた

いな形ですけれども―これに係る関連予算は

含まれておりません。また、②で書いてありま

すが、議会でも御審議いただき、御質問等にも

出ました国の経済対策で設置された「妊婦健康

診査支援基金」あるいは「ワクチン接種緊急促

進基金」等、まだほかにもあるんですけれども、

そういったもののうち今年度末で廃止される基

金で実施されてきた事業に係る平成24年度以降

の対応関係の予算、これについても取り扱いが

全く決まっておりませんので、そういった関連

予算についても含まれておりません。また、③

といたしまして、本県の予算編成方針で示され

ました公共事業費の特別枠、「地域経済活性化枠

（仮称）」でございますけれども、こういった今

後の検討に係る部分の予算等については含まれ

ていないもので、甚だ恐縮なんですけれども、

現時点の数値ということで一応計上しておりま

す。

また、そのほかでも、国のほうで検討されて

いる制度改正等に伴う必要な予算措置につきま

しては、本県におきましても予算編成の中で検

討、対応していくということになりますので、

現時点でのこの予算要求には全く含まれており

ません。

財政課としましては、今後の国における税制

改正やあるいは地方財政対策、こういったもの

に伴います県税及び地方交付税等、いわゆる歳

入のいろんな項目について見きわめ、計上等を
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検討してまいりますので、こういったこと、あ

るいは国の予算編成の動向はしっかり踏まえな

がら、これから１月いっぱいかけまして、各段

階における予算査定作業を通じまして、より効

率的で効果的な予算編成、こういったものがで

きるよう努めてまいりたいというふうに考えて

いるところであります。

続きまして、２点目の御報告です。最後のペー

ジの22ページをお開きください。口蹄疫復興宝

くじの収益金についてでございます。これまで

何度も口蹄疫復興宝くじの販売結果等につきま

しては御報告してまいりましたけれども、最後

になりますが、去る11月18日になりますけれど

も、本県に対しまして、収益金ということで納

付がありました。今回の補正予算でも計上させ

ていただいております。その結果についてでご

ざいますけれども、まず、１の発売額50億円に

対しまして、２の売上額、最終的に23億7,791

万5,600円でございました。そして、この額から

当せん金あるいは発売経費等を差し引いた残り、

収益金ということになるわけですけれども、こ

の収益金の額が10億7,857万3,670円となりまし

て、そのうち内訳として本県への配分、72％分

ですけれども、７億7,657万3,043円ということ

で、この金額の配当があったということになり

ます。なお、この収益金につきましては、今回

の補正予算で計上しておりますけれども、宮崎

県口蹄疫復興対策基金の財源として充当しまし

て、積み立てということでさせていただいてお

ります。補正は別途そういうことで計上させて

いただいておりますので、今、環境農林水産常

任委員会のほうで審議を行っていただいている

ということでございます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○山下委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項についての質疑はありませんか。

○宮原委員 防災拠点としての県庁舎のあり方

ということで、こちらのほうに資料もいただい

ているんですが、長崎県の整備に関する検討の

経緯というのを見ると、平成元年ごろから基金

の積み立てをして、実際まだそれでも状況的に

は今からということですね、計画という段階で

すから。平成23年２月に着手することを表明と

いうところですから、これでいくと基金を積み

立てだしてから20年かかっているということで

すね。県としては、あり方という形でこういう

ふうにまとめておられると思うんですけれども、

仮に構想を打ち出してからやっぱりこのぐらい

の期間というのは通常どこの県もかかっている

んですか。

○柳田総務課長 長崎県の場合は、もともとが

議会棟、警察棟すべてをというような全庁舎の

移転、建てかえ、そして場所を移しての計画と

いうことで時間がかかっているというふうに聞

いております。他県の状況をお聞きしますと、

普通の何棟か建てるという場合については10年

ぐらいでできているというようなことでござい

ます。今回、調査をいたしました山梨県につき

ましては、６年ぐらいで今の状況になっている

ということですので、１棟だけ建てるというこ

とであれば、こんなにかからないというふうに

思っております。

○宮原委員 言われるように、どうしても今の

状況じゃいかんということになると、６年ぐら

い先を見据えて建設しなければならないという

ことなんですね。ただ、財政的な問題も出てく

るというふうに思うので、簡単に６年で建ちま

すという話ではないというふうに思うんですけ

れども、この前の震災とか、そういったことを
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考えると、拠点となるところがなくなるようじゃ

始まらないということでしょうから、やはりな

るべく早くという方向になりますね。もう言っ

たってしようがないでしょうから。

○星原委員 関連なんですが、17ページの表を

見て、山梨県の場合はＰＦＩ契約ということに

なりますね。建てておいて、毎年、家賃方式で

払い込んでいけば、できないことはないので、

基金を積んでからという方式よりは早くできる

んじゃないかなというふうに思うんですが、こ

の中で調査されているということは検討されて

いるというふうにとっていいんですね。

○柳田総務課長 今回はＰＦＩの具体的な検討

までは行っておりませんが、おっしゃったよう

に山梨県ではＰＦＩを使って、民間の金融とか、

そういう専門性を生かしてやるということです。

民間のほうで資金を投じられて、県のほうは割

賦払いというような、簡単に言うとそういうこ

とになりますので、その方策についても今後あ

わせて検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

○星原委員 検討されるんでしょうけれども、

私は今回の東日本大震災の状況を見て、全国的

にいろんな形でやっていって、一番肝心な庁舎

の危機管理のところがそういう中身であれば、

ある部分は先行投資みたいな形でやるとすれば、

そういう形でやっていけば、民間の資金を使っ

てやるわけですから、できないことはないと思

います。十分そういうことを検討材料に挙げて

今後判断されるといいのかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。

○日隈財政課長 今、星原委員のほうから建設

費のＰＦＩ方式等のお話がありましたので、補

足して、総務課長に加えて私のほうから御説明

したいと思います。実際、建物の建設云々がま

だ決まっておりませんけれども、基本的にどれ

くらいの設備をやるかということで、ＰＦＩ方

式という方式がございます。一方、県が直接や

る場合には、どういった内容かによっては国の

補助事業の導入であるとか、あるいは県債の活

用によっては一部交付税措置があるとかないと

かいうような見きわめもしていく必要があろう

かと思いますので、その上でどういった方式を

やるかということで検討していくのかなとは

思っております。ＰＦＩの方式でいいのは、ま

ず、建設費用の圧縮がかなりかかるのかなとい

う点はあろうかと思います。逆に、利率の分と

いうのはある程度ＰＦＩ会社のほうも取られま

すので、そこらあたりどれくらいマージンとい

うか、取られるかというところを含めて考えて

いくことと、またその場合は、今申し上げたよ

うな補助事業であるとか、県債になりますけれ

ども、地方債の活用等、あるいはそれに付随す

る財政措置、そういったものを見きわめて対応

していく、建物自体のいろんな機能がどういっ

たものがつくか、そういったものと、あるいは

面積とかいろんなものを含めて、また財政のほ

う、お金のほうではまた検討させていただきた

いというふうに考えております。

○宮原委員 さっき言えばよかったんですが、

１号館をということなんですけれども、報告書

の７ページを見せていただくと、４号館が41年

経過、７号館が47年経過、８号館が40年経過と

いうことになっていますね。ずっと考えていて

もしようがない、財政がないといったらそこま

でということになるんですけれども、なるべく

早くしないと、次から次に財政はなおさら厳し

くなってくるということを考えると―いろん

なことを考えてなるべく早く踏み切らないと、

ずるずるといってしまうと、一遍に全部建てか
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えないかんという、それこそ大変なお金が要る

ということになるのかなと考えます。お金のこ

とが非常に心配ではあるんですけれども、やっ

ぱり決断するときは決断しないと、拠点がなく

なるということになるのかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

○山下委員長 今ので答弁はないですか。総務

部長、ないですか。

○稲用総務部長 指されて言うようではいけな

いんですが、おっしゃったように、庁舎の中心

のところ―こういう例を出しては申しわけな

いんですけれども、福島県は建てかえの計画が

あったんですけれども、その前にやられて隣に、

いわゆる間借りをして、防災の拠点のところが

あると。こういう言い方をしては語弊があるか

もしれませんが、そういう形にはならないよう

にしないといけないだろうということを考えて

います。そして、全体的なことをやらないとい

けないんでしょうけれども、これだけ建築年数

がたっていますと、その中でも特にやっぱり防

災の拠点になるところをできるだけ早目に。今、

星原委員からも御指摘がありまして、いろんな

手法を財政課長もお答えしましたが、検討委員

会の中でそういう財政的な問題も含めてどうい

う形でやるのが一番負担がないのか、かつ早く

できるのか、そのことも含めて検討していきた

いというふうに考えております。

○西村委員 今の話に続いて、そういう建物が

防災のために必要だと考えたときに、県の役割、

市の役割、町村の役割、それぞれ違うんでしょ

うけれども、極端な話、宮崎市と連携して何か

建物をつくる、そういう考えというのはできな

いものなんですか。

○柳田総務課長 今の１号館につきましては、

御存じのように、危機管理局というところで、

危機管理局のほうは当然、県全体の災害対策本

部ということで、県の各課もありますけれども、

市町村、消防、警察、そういった方々と連絡も

とるというような役割がございます。また防災

行政無線を持っておりまして、これで県内全体

の情報を収集して、そして情報を伝達していく

という役割がございますので、現在のところは

県でそういう役割を持っているということで、

市はその中の一つというふうに考えております。

今まで検討してきたのは、県の役割として県民

の生命や財産をどう守っていくかという観点で

やってきておりましたので、宮崎市との何かそ

ういう連携の部分があるということであれば、

また考えていきたいというふうに考えます。

○西村委員 おっしゃることもよくわかるんで

すが、非常に単純にといいますか、宮崎市は既

に宮崎県の人口の３分の１以上を有している大

きな市になっていることもあって、防災拠点は

近くにあったほうがいいのかなと。あえて言え

ば、例えば同じ建物の上と下にあってもいいの

かなとか、県がＰＦＩか何かで建物を建てたら、

逆に市に入ってもらうとか、そういうのも一つ

あって、少しでも二重行政のマイナスがなくな

ればいいかなと思ったものですから、ただの意

見です。

○鳥飼委員 報告書の５ページでいきますと、

栃木県、山梨県、長崎県に調査に行かれたとい

うことですね。栃木県でいくと約500億円で行政

棟を含めてすべて建てかえたということだろう

と思うんです。山梨県の場合は、防災新館とし

て、ここに挙げられているところが入るという

ことで約200億円、長崎県は400億円近くあるん

です。これでいくと、今の行政棟、どうなって

いるかわかりませんけれども、それもすべてこ

の中に入る計画だろうと思うんです。そういう
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理解でよろしいんですか。

○柳田総務課長 栃木県と長崎県は、ここにあ

りますように、すべての行政の関係部署が入る

というやり方でございます。ですから、その中

に災害対策の拠点も入っていくと。山梨県の場

合は、災害対策本部をやはり整備する必要があ

るということで1.5倍の耐震性能、それにあわせ

て、警察本部自体がもともと耐震性のない庁舎

に入っておりましたので、警察本部といたしま

しても、当然みずからの対策本部をつくって対

応しなきゃならないということがあります。教

育委員会のほうも、もともとそういう耐震性能

のない庁舎に入っていたということで、それを

あわせて今回、防災新館という形で整備するこ

とになったということでございます。

○鳥飼委員 わかりました。宮崎県の場合は８

号館ぐらいまであるんですが、迷路みたいになっ

ていまして、横の連絡というのがそういう状況

ではかなり困難な事態になるだろうというふう

に思っているんです。基本的な考え方としては、

防災新館みたいなものを自治学院のあった跡、

企業局の南側か、前の外来駐車場ということで

考えておられるようですが、防災新館みたいな

発想で考えておられるんですね。そうすると、

宮崎県の場合、特に分散化していて効率性が悪

いんですけれども、それは余り解消されないと

いうことになるんですか。

○柳田総務課長 現状としましては、新館と、

あと１号館から10号館というのが現状でござい

ます。ただし、比較的近くにあるということで、

一番離れるのが別棟にある企業局庁舎とか県警

の庁舎ということになるんですけれども、災害

対策におきましては、すべての部門が一体となっ

て取り組む必要があるということでございます

ので、分散化というそういう部分についてはな

かなか解消できないところはありますが、その

中で特に必要となる、かなめとなる部門につい

てはきちんと集約して耐震性のある庁舎の中に

入れておくということを考えているところでご

ざいます。

○鳥飼委員 要望にしておきますが、宮崎県庁

の場合はこんなにばらばらですから、効率性の

問題も含めて、こうですよということではなく

て今後検討されるということですから、含めて

議論していただきたいというふうに思います。

もう一つ質問としては、報告書の７ページで

県警本部庁舎が、三角、三角、バツというふう

になっているんですけれども、バツは部署間の

連携ということで、遠いからですね。耐震性能

も三角となっているということは1.5ないという

ことですか。

○柳田総務課長 県警本部の庁舎についてお聞

きしましたところ、一般の官庁舎の1.0の分はあ

りますけれども、1.5まではないと。その間ぐら

いだというふうに話を聞いておりますので、も

し移転するとしても、そこまでの耐震性能は持っ

ていないということで三角という形にさせても

らっています。

○鳥飼委員 今、想定をしておられる、調査を

してきて考える建て方とすると、予算といいま

すか、金目はどのぐらいかかるだろうと。この

例でいくと200億ぐらいかなと思うんですけれど

も、その辺は何か議論しておられますか。

○柳田総務課長 実際まだ全然試算はしていな

いところでございます。参考に、先ほど申し上

げました山梨県の防災新館が９階建てで2,800平

方メートルぐらいということで、これはＰＦＩ

でやっておりますが、建設費については116億円

というような設定でされております。ですから、

このあたりの数字が参考になるのではないかと
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思っています。ただし、地盤とか耐震性をどこ

まで持たせるかというような工法とか、その選

び方によってはまた数字が変わってきますので、

大枠でいいますと、こういった金額が必要になっ

てくるんではないかなというふうに思っており

ます。

○鳥飼委員 わかりました。いずれにしても、

お金もかかることですし、先ほど申し上げた効

率性の部分もありますし、宮原委員が言われた

既にかなり経過している庁舎の問題もあるし、

総合的な十分な検討をお願いしたいと思います。

○山下委員長 総務、財務の担当次長、一言ず

つでも、決意のほどを。

○堀野総務部次長 今回の大震災を受けて本県

の体制ということを考えた場合に、やはり先ほ

ど部長が申し上げたように、非常に脆弱という

か、懸念される状況があります。そういった意

味で今回、検討委員会を設置して調査も行って、

どういう方法がベストなのかということをいろ

いろ検討いたしました。その結果として、やは

り新しい建物を、1.5倍の耐震性能を持つ建物を、

防災拠点をつくる必要があるだろうと。ただし、

中身については、必要な部分もあるんでしょう

けれども、建設費用を極力抑制するという観点

も必要ですので、今後、有識者を含めた検討委

員会を設置して、議会の皆さんの御意見もお聞

きしながら決めていきたいというふうに考えて

おります。以上です。

○岡田総務部次長 今回いろいろ検討してまい

りました。結論的には、今、次長が申し上げま

したように、民間の有識者を含む検討委員会を

新たに設置いたしまして、調査検討していく必

要があるという結論に達したわけでございます。

私の担当している財務関係で、先ほど財政課長

が申しましたとおり、ＰＦＩ方式、あるいは起

債でも有利な起債があるのではないか、あるい

は補助金を活用するものがあるのではないか。

先ほどの財政調整積立金が66億、あるいは―70

数億あるのかちょっとわかりませんが―県有

施設維持整備基金をうまく活用できるかどうか。

これらを活用するにしても、有利なものを活用

していかなくてはいけませんので、さまざまな

情報を収集して、より安い形で、負担のない形

で整備できればと、今のところそのように感じ

ております。以上でございます。

○右松副委員長 検討委員会の案で新設という

ことになれば、県庁外来第１駐車場になってく

るのかなというふうに私も思っているんですが、

先ほど話がありましたように、部局あるいは議

会の利便性を考えたときに、延べ床面積からい

くと、現状でスペースが不足している災害対策

関係の諸室からすれば当然十分―これに加え

て執務室とか県民政策部、総務部が想定される

というのはあるんですが、恐らくさらに入るス

ペースがあるのかなと。県警なり入ってくるの

かわかりませんけれども、そのことを考えて、

これは検討委員会で全然そういう話にならな

かったと思うんですが、例えば本庁舎を囲むよ

うな形であそこの上に上げたりとか、それは私

の単純な発想なんですけれども、その点が１点

と、それから、もし仮に新設した場合に、１号

館とかのその後の活用方法、その辺まで検討委

員会で話されているのかなと、そこを教えてい

ただくとありがたいです。

○柳田総務課長 本庁舎の上を囲むようにとい

うことですが、つながってという意味なんでしょ

うか。

○右松副委員長 箱形です。土台だけ上げて、

土台といいますか、防災で周りを柱で囲んでそ

の上に建てるというような、本庁は残したまま、
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その上に囲むような形でつくるというか、そう

いう工法は話にならなかったんでしょうか。

○柳田総務課長 申しわけありません。まだ具

体的なところを私たち検討しておりませんで、

一番議論したのは、防災拠点の機能ということ

で何が必要かということでやっておりまして、

今おっしゃったような工法もあるということで

あれば、検討させていただきたいと思います。

整備された後からの１号館の活用ということ

ですけれども、ここにつきましては、建築基準

法に基づく耐震性能、一般の執務については使

用できますので、その後については、会議室と

か今、不足しておりますので、それとか、狭く

なっている課室もございますので、そういった

ところで活用させていただこうというふうに考

えております。

○鳥飼委員 24年度当初予算の要求状況という

ことでこういう表があるんですけれども、財政

課長に嫌みな聞き方で、嫌らしい質問になるか

もしれませんけれども、こういう要求状況をつ

くった意味、これから何を説明したいのか、何

を言いたいのかということで、意地の悪い質問

ですけれども、御説明をお願いします。

○日隈財政課長 悪い意味での他意はございま

せん。委員会でも御説明しました事務事業見直

しを夏、作業させていただきましたという御報

告をしました。その際、大体、予算規模で90億

近く、一般財源で32億ぐらいまず捻出したとい

うことを御説明したことがあろうかと思います。

それに基づいて、各部局に新規事業あるいは改

善事業は大体これぐらいでいきましょうという

ことで予算編成方針というのを出しまして、今、

予算編成をやっているという過程が現状である

んですけれども、現在で大体これくらいの規模

の予算要求が出そろっておりますと。このこと

について国のほうでも概算要求基準を示して、

各省庁出そろったところでこれくらいというこ

とで示しておりますので、同様に本県でもまず

この段階で、細かいことはまだ詰まっていない、

査定作業とかまだ入っておりませんので、大体

これくらい出そろいましたということをお示し

しております。これから査定も若干入っていく

わけなんですけれども、これにまた肉付けして

いくということになりますので、おおむね見て

いただくと―私が言うといかんのかもしれん

ですが、これより下にいくことはないというの

は大体わかっていただけるのかなという感じも

しますけれども―これから積み上げていく作

業があるんだなということは御理解いただける

のかなということで申し上げたところであるこ

とが１点。また、先ほど申し上げました昨年度

は89％ぐらいの状況だったというのが、今で95.7

％ぐらいまで―実は義務的な事業というのが

ふえてきているということを御理解いただけな

いかなということを含めて、現状はこういう状

況ですということでお示ししました。

なお、実際、中身については担当主幹レベル

で今、作業しておりますけれども、私も直接ヒ

アリングを今週末から来週いっぱいずっとやっ

ていくわけですけれども、これからそれぞれの

事業については精査してまいりますので、一つ

一つの事業というのはちょっと難しいんですけ

れども、作業に当たってまいりたいというふう

なスケジュールで考えているところです。

○鳥飼委員 私は５～６年前から、予算編成の

透明化をお願いしますということを申し上げて

きました。なぜそういうことをお願いしてきた

か、要請してきたかといいますと、どうやって

県庁の予算、行政の予算が決まっていくのか、

自分の生活にどういう関係があるのかというこ
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とを県民に関心を持って見てもらうということ

が、県庁の仕事というもの、県政を理解しても

らうということにつながるんではないかという

ことで、そういう要請をしてきたわけですけれ

ども、そのこととは全然別だという立場ですか。

○日隈財政課長 今お話しいただきましたとお

り、これは前から鳥飼委員からお聞きしており

ます。別だと言われれば別のということで御理

解いただきたいと思います。最終的には、主な

事業の内容とその予算編成過程、要求と査定の

結果については、事業ごとに事業概要を含めて

また２月に公表させていただきたいというふう

に考えております。事業自体が正直申し上げて

まだ固まっていないようなものもあります。あ

るいは国からこれから示されてくるので、組み

立て直しというようなのも出てまいります。そ

ういったものも含めて整理した上で、またお示

ししていきたいというふうに考えております。

○鳥飼委員 これまでの歴代の課長なり部長の

答弁の中では、透明化を極力図っていきたいと

いうことで答弁をもらっているというか、答え

てもらっているんです。ですから、決まってし

まったものは、それぞれ今までもずっとやって

きたわけですから、どうやって決まっていくの

かという編成過程に大きな意味があると思って

いるんです。そういう努力をしていただきたい

なと。去年よりか一歩ずつ前進をしていただか

ないと、それは答えと全然違うじゃないかとい

うことになりますので、ここでもう言いません

けれども、ぜひそれをしっかり受けとめて、実

現していただきますようにお願いしたいと思い

ます。

○右松副委員長 21ページの性質別要求状況で

伺いたいんですけれども、23年度６月補正後予

算額と24年度当初予算要求額で比べたときに、

義務的経費がプラス7,400万で、投資的経費が大

幅に減っています。これから予算を組まれると

思うんですが、投資的経費がマイナス178億6,000

万、そしてその他一般行政経費がマイナス69

億2,100万円というふうな数字になっています。

みやざき行財政改革プランで26年度までの４年

間で見直し目標額というのをつくられておりま

すけれども、999億という形になっているんです。

この中で、義務的経費が見直し目標額が92億で

年間ベースでいくと23億、投資的経費が見直し

目標額が210億で年ベースで53億、一般行政経費

が268億で年ベースで67億、特別会計と執行段階

の経費等の節約でトータルで999億となっている

んですが、これから比べていきますと、義務的

経費というのは削減が大変厳しい項目だと思っ

ていますので、これはいたし方ないというふう

に感じております。投資的経費の部分ですが、

地域経済に大変大きな影響が出てくると思うん

ですけれども、これが26年度までに210億という

数字が出ています。当初予算としてはマイナ

ス178億ですから大幅に減っているということが

１点。それから、私は一般行政経費の部分に力

を入れざるを得ないのかなと思っている中で、

これは67億でいくと69億ですから、ほぼ予測ど

おりに進んでいると思うんですが、当初のみや

ざき行財政改革プランの見直し目標額に比べ

て24年度の当初予算との比較といいますか、進

捗に関して見解を伺えるとありがたいです。

○日隈財政課長 性質別要求状況の資料で御説

明申し上げますと、副委員長御指摘のとおり、

投資的経費がかなり大幅な減という形で示され

ております。枝葉を先に申し上げると、直轄と

書いてある直轄事業負担金のことですが、これ

だけは特殊事情がありまして、今年度予算は市

町村の繰り上げ償還が、県を通って返るお金と
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いうのがかなり大きい金額がございましたので、

この分が大きく出ているところであります。50

億ぐらいありましたので、その分が来年度はな

いということで、ちょっと大きい数字になって

いるというのが一つ原因にあります。

補助事業あるいは単独事業についてですけれ

ども、補助事業については、先ほど申し上げま

したように、国の公共事業予算が決まっており

ません。現時点では10％カットということで示

されているところで、その10％の1.5倍を重点化

枠のほうに要望ということで今なっているとこ

ろです。去年で申し上げると、同じような民主

党の予算編成では、現時点で同じ状況で申し上

げると、10％カットで後で特別枠というか、別

枠で５％来て95％というような措置がありまし

た。今年度の編成、来年度予算がどうなるのか

と見きわめた上で、仮にそれが去年と同じよう

な95％ということであれば、その５％の取り扱

いを乗せるとか乗せないとかいうことを検討し

ていくということで、補助については若干そう

いった上乗せを今後、措置、検討しなくちゃい

けないのかなというところ、それは国の予算を

見てということになります。

加えて、単独事業については、23年度につい

て特別枠を乗せておりましたので、来年度どう

するかということ、それと若干この投資的経費

には、例えば工業団地とか、そういったものも

ちょっと入っておりますので、そういったもの

を含めてのトータルになっているので、そういっ

た予算がどうなるのかというところ、公共以外

の分も含めてというような形になってまいりま

すので、追加的なものがあるのかどうなのかと

いうことを見きわめていく必要があるのかなと

いうふうに考えております。現時点ではベース

のところの金額が24年度のほうに入っているの

で、前年と比べるとかなり低い状況に見えるの

かなというふうに思います。ただ、これがプラ

スまでというのは財政的に非常に厳しいのかな

というふうに考えています。

○右松副委員長 投資的経費はよくわかりまし

た。それから、一般行政経費に関しても一応目

標はクリアしているのかなと思っています。義

務的経費が見直し目標額からいくと23億マイナ

スという計算になるんですが、ここを削減して

いくというのは非常に難しいという中で、今

回100％という、プラス7,400万という数字が出

ておりますので、この辺も含めてお話しいただ

くとありがたいです。

○日隈財政課長 大きくはマイナスの部分で申

し上げると、恐らくパーセンテージじゃなくて

金額で見ていただくと人件費が落ちてきている

んであろうと思います。今回も議会で冒頭、給

与関係の条例が２本改正になって、若干また下

がりました。私も下がったんですけれども、そ

ういった影響も、見積もりとして、もう少し切

り込む余地があるのかなと。下がった分だけは

落とさんといかんのかなというようなところは

ありますので、これよりもうちょっと下がるの

かなという感じはしておるところです。大きく

は、義務的経費については人件費が若干下がっ

てきているということと、公債費のほうが若干

上がっていくというようなところで、できるだ

けそこのところでというふうに考えていますが、

今の人勧制度でいけば人件費をこれ以上の削減

というのは、人の数も行革でありましたけれど

も、今までみたいには大きくは削れない、そう

いった中で公債費が若干伸びていくというとこ

ろをどう考えていくのかという課題かと思いま

す。

○右松副委員長 最後に、先ほどちょっと言い
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かけました19ページの部局別要求状況ですが、

やはり宮崎の産業構造を考えていけば、環境森

林と農政水産というのは非常に大事な部門だと

思っています。昨年、口蹄疫がありましたから、

補正の影響もいろいろあろうかと思うんですが、

対前年度比88.6％と84.4％の簡単な説明をいた

だければありがたいです。

○日隈財政課長 まず、環境森林部で申し上げ

ると、実は林業整備加速化基金というのが経済

対策でありました。23年度で終わりということ

で言われていたわけなんですけれども、今回の

３次補正で入っておりますので、その内示が12

月いっぱいであるというふうに聞いております

ので、その分が今後の予算編成の中で積み立て

ができるようであれば、その分を来年度予算で

使うということで、もう少し環境森林部につい

ては今よりもプラスになっていくのかなという

ような感じがしています。大まかなものだけ申

し上げて、そういったものがあるということで

す。

農政水産部につきましては、先ほど申し上げ

た全然住民サービスと関係ない市町村の繰上金

等で50億がぽんと減った部分がありますので、

そういった影響が一番大きいのではないかとい

うふうに考えております。

○山下委員長 その他事項の質疑はよろしいで

すか。

なければ終わります。その他で何かあったら

出してください。

○外山委員 部長にお尋ねしたいんですが、い

よいよ来年度の予算編成。それから県庁の組織

の変更もしくは名称の変更等の検討は今されて

おられますか。

○稲用総務部長 組織関係につきましても、今、

どういうふうな形にしていくのかということを

検討しておるところでございます。

○外山委員 河野知事が知事になられていよい

よ１年、ようやく試運転が終わって、自分なり

のカラーを出していかれるところだろうと思う

んです。知事からの何か指示はありますか。

○稲用総務部長 まだ具体的にはお伺いしてい

ません。これからまたお伺いすることになると

思います。折に触れていろんなお考えというの

は聞いていますけれども、まとまった形ではこ

れからになります。

○外山委員 組織のことは別にしまして、名称

ですけれども、県民政策部は、議会でも議員が

「県民生活部長」と手を挙げる場面もあったし、

午前中の委員会で県民政策部長に、県民生活部

というようなとり方は県内でしておられるもの

があるのかということを聞いたところ、部長は、

たびたび、特に各市町村からのいろんな話の中

で県民生活部というふうに言われて非常に困っ

ているということを言われました。私も、今の

名称をいい悪いということはこっちに置いてお

きまして、ただ、県民政策部というのは、県の

総合政策を仕切っていく頭脳ですね。ですから、

県民から見たときに、県民政策部というのは余

りにもちまちまし過ぎて、名称としてどうかな

という気がしますので、今、初めて言いました

から、答えは要りませんが、どうかしっかりお

考えいただいて、来年に向けて、名称の件、御

検討をお願いしておきます。

○稲用総務部長 課もそうだと思いますが、部

の名称、当然そこにぶら下がっていますその下

の課であるとか、そういうことの全体的な部分

をどうあらわしていくのか。もともとは各部が

持っています県民サービスといいましょうか、

行政のあり方をどうあらわすか、総務部という

のは何か一番ぼわっとした名前であるんですけ
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れども、そういうものもあるので、全体的に、

環境森林部とか全部含めてですけれども、十分

考えたいと思います。そこに所管しております

課でありますとか、そういったところのことま

でも含めながら考えていかないといけないと思

いますので、ここで答えは全くありませんけれ

ども、今、外山委員のほうからいただきました

ので、どういう結論になるかわかりませんけれ

ども、いろいろと考えてみたいと思います。

○山下委員長 ほかにないですね。

それでは、総務部の審査を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時７分休憩

午後３時９分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あす行

いたいと思います。開会時刻は13時30分といた

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終了いたします。

午後３時10分散会
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平成23年12月８日（木曜日）

午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○山下委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、議案につき

ましては、議案ごとがよろしいでしょうか、一

括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、一括して採決をいた

します。

議案第１号、第５号から第７号、第16号、第17

号、第32号、第36号及び第40号について、原案

のとおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号外８件については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第７号の取り扱いはいかがいたしましょう

か。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 請願第７号については採決との

意見がございますので、お諮りをいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、請願第７号の賛否を

お諮りいたします。

請願第７号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○山下委員長 挙手少数。よって、請願第７号

は不採択とすることに決定をいたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として特に御要望等あ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時49分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りをい

たします。

「県民政策及び行財政対策に関する調査」に

ついては継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



- 56 -

○山下委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時49分閉会




